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   議事日程第２号        第４回定例会 

   令和２年１１月１６日（月）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員は、14番荒木春吉議員で

あります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 

 一般質問通告書   

 令和２年１１月１６日（月）                       （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

新型コロナウイル

ス感染症の感染者

への誹謗中傷及び

不当な差別的言動

における対応につ

いて 

財政を見据えての

先行投資について 

 

（１）社会、企業、団体における対応に

ついて 

（２）教育委員会における対応について 

 

 

 

（１）財政状況について 

（２）町内会などからの要望である、道

路改良や側溝整備、用悪水路などに

１２番 

沖 津 一 博 

市 長 

教 育 長 

 

 

 

 

市   長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

３ 

 

 

寒河江インター近

隣の開発について 

先行投資をして、寒河江市の経済を

活性化させることについて 

 山形自動車道寒河江インター付近の開

発行為に伴う流通産業等の集積計画並び

に経済、雇用創出について 

 

 

市   長 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

コロナ禍と自然災

害を克服し、夢と

希望をもって農業

に従事できるよ

う、次代を担う新

規就農者等への支

援と農業農村整備

のさらなる推進に

ついて 

 

 

 

社会的弱者のコロ

ナ対策と高齢者や

障がい者にやさし

い安全安心の公共

交通充実について 

（１）コロナ解雇による地方移住新規就

農者等への支援拡充について 

（２）長期滞在によるさくらんぼ労働力

確保の支援について 

（３）観光農業のコロナ風評被害対策に

ついて 

（４）増大する鳥獣被害の緊急対策につ

いて 

（５）農地の災害復旧事業負担軽減につ

いて 

（６）二の堰周辺耕作放棄地対策につい

て 

（１）市内循環バスのコロナ対策と利便

性向上について 

（２）寒河江駅エスカレーター新設につ

いて 

（３）ＪＲフルーツライン左沢線の利便

性向上について 

８番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

農業委員会会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

 

６ 

 

７ 

 

 

８ 

イノシシ対策につ

いて 

コロナ禍における

家庭ごみの増加に

ついて 

新たな情報発信に

ついて 

（１）囲い罠の導入と補助について 

（２）自衛手段について 

（１）プラスチックごみの増加傾向と対

策について 

（２）増えるごみのポイ捨てについて 

 若い世代をターゲットとしたＳＮＳの

活用について 

５番 

月 光 裕 晶 

 

市 長 

 

市 長 

 

 

市 長 

９ 

 

 

 

 

１０ 

新型コロナウイル

ス感染のＰＣＲ検

査の対応について 

 

 

豪雨被害の検証と

（１）新型コロナウイルス感染のＰＣＲ

検査について 

（２）寒河江市立病院において新型コロ

ナウイルス感染のＰＣＲ検査はでき

ないか。 

（１）防災危機管理課の人員について 

１０番 

佐 藤 耕 治 

市 長 

病院事業管理者 

 

 

 

市   長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

課題について （２）災害対応の検証について 

（３）豪雨災害の課題について 

（４）避難所の冷暖房設備について 

（５）最上川の氾濫防止について 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

国民健康保険税を

取り巻く諸問題に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ感染者への

対応について 

（１）国民健康保険の考え方について 

（２）国保税の収納率と滞納の実態につ

いて 

（３）資格証明書や短期証の発行状況に

ついて 

（４）他保険に比べ、負担が重い税の軽

減について 

 ア 自治体独自の減免制度の実施につ

いて 

 イ 一部負担減免制度について 

 ウ 子どもの均等割などについて 

（５）コロナ禍における国民健康保険の

あり方について 

（１）感染拡大における医療体制につい

て 

（２）感染者保護について 

２番 

太 田 陽 子 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

沖津一博議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号１番から３番までにつ

いて、12番沖津一博議員。 

○沖津一博議員 おはようございます。 

  新星会の沖津でございます。 

  全国のコロナ感染者が11万人を超え、いまだ

に増え続けております。県内でも97名の感染者

が報道されております。お亡くなりになりまし

た皆様に謹んで哀悼の誠をささげますとともに、

重症化により治療を受けておられる皆様をはじ

め御家族の皆様に心からお見舞いを申しあげま

す。 

  さて、佐藤市長は９月の定例会で４期目の出

馬を表明され、これから具体的な選挙公約も発

表されると思います。コロナ克服と市民の命と

暮らしを守る緊急対策や、ウィズコロナ時代の

スマイルシティーカラーをさらに鮮明にして、

市民の笑顔と幸せのため尽くしていただきたい

と思います。 

  第６次振興計画後期アクションプランの諸課

題を進めていただきたいと思っております。 

  市長は、豊かな行政経験と、３期12年の実績

と、強いリーダーシップ、その優れた手腕を多

くの市民の皆様が高く評価し、また、迅速かつ

的確な市政運営に対し市民のみんなが期待を寄

せております。健康に十分留意され、頑張って

いただきたいと思っているところでございます。 

  それでは、通告番号に従って質問をさせてい

ただきます。 

  通告番号１番、新型コロナウイルス感染症の
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感染者への誹謗中傷及び不当な差別的言動にお

ける対応についてお伺いいたします。 

  新型コロナウイルスは、国立感染症研究所の

情報によれば、本年１月、中国の武漢市などで

感染が確認され、その後、我が国において感染

の広がりが生じ、２月21日には政府による学校

一斉休校、４月７日に政府により緊急事態宣言

発令が行われるなど、山形県はもとより国家的

危機をもたらしました。 

  その後、コロナ禍という感染蔓延の状態が続

き、現在も１日当たりの感染者が1,600人を超

える日が続いております。感染の第３波の兆候

が見られる予断も許さない状況にあります。 

  山形県においては、これまでＰＣＲ検査を医

療機関における新規検査に限り、東北地方最多

の6,500名を超える検査実施の状況にあり、97

名の感染が確認されております。本市でも、７

月13日、市内の飲食店において他県在住者の感

染が確認され、今後も感染への十分な警戒及び

感染防止対策と、風評被害など人権や経済活動

を守る対応が市当局に強く求められているとこ

ろであります。 

  このような中で、本市では感染発生への対応

について、平成28年２月に策定した寒河江市新

型インフルエンザ等対策行動計画を基本に、市

対策本部において示された新型コロナウイルス

の対応の目安に応じた対処が行われており、健

康福祉課に新型コロナによるいじめ、偏見、差

別に関する相談に対応する窓口を設けておりま

す。 

  ここで、全国的に問題となっている地域社会

や企業、団体における新型コロナに感染した場

合の誹謗中傷や不当な差別的言動の排除に関し、

寒河江市民が安心して生活し、また経済社会的

活動に従事していただくための考えや、これま

での対応について市長の見解をお伺いいたしま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  沖津議員から新型コロナウイルス感染症に関

する御質問をいただきましたが、新型コロナウ

イルス感染症の感染者、またその関係者に対す

るいじめとか偏見、差別などについては、議員

御指摘のとおり、全国的にも問題になっている

というわけでありますので、もちろん、寒河江

市におきましても、このようなことがあっては

ならないというふうに考えております。 

  市におきましては、御指摘のとおり、差別等

に関する相談窓口というものを開設をさせてい

ただいておりますし、また、市民一人一人が人

権に配慮した行動を取っていただくように、感

染の予防に関する内容だけでなくて、こういっ

た手引を〔資料を示す〕、感染者に対する差別

などの差別問題に関することを記載した「新型

コロナウイルス予防の手引き」というものを７

月に策定をさせていただきました。この手引に

ついては、市内の小中学生、それから保育所や

幼稚園の父兄などに約4,800部を配布をしてお

ります。また、ホームページにも載せていると

ころでありますが、さらに徹底していかなけれ

ばならないとも考えております。 

  新型コロナウイルスに感染して差別などを受

けたと相談があった場合に備えて、県や関係機

関によるサポートチームというものを立ち上げ

て、相談内容に沿って専門家の助言を受けなが

ら相談者に寄り添った支援を行うという体制を

整えているところでありますが、まだ、本市に

おいてはサポートチームを立ち上げるケースと

いうのは起きていないという状況であります。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 私も市長と同じような考えでご

ざいます。 

  新型コロナウイルスの感染は、地球上全ての

人類が社会生活における接触において生じてお

ります。このような感染リスクを抱える状況に

おいて、感染症の感染に伴う誹謗中傷や不当な
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差別、言動における排除は決して許されるもの

ではありません。まずは、寒河江市から、この

コロナによる人権を守る動きを行っていく必要

があります。さらに、対策が求められていると

思います。 

  答弁にもありましたが、健康福祉課に設けて

おります新型コロナいじめ・偏見に関する相談

窓口への問合せの状況と、これまでの分析及び

現状についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在のところ、寒河江市に設置

しております窓口には、いじめ・偏見・差別等

に関する相談あるいは問合せというのは、窓口

では受けていないという状況であります。これ

は、７月13日のケースがありましたが、市民に

感染者が出ていないという状況でありますので、

今のところ、そういった相談も寄せられていな

いものだと思っています。 

  しかしながら、全国的には第３波が到来して

いると言われて、広がっているわけであります

ので、いつ誰が感染するか分からないというよ

うな状況にあろうかと思います。 

  そういうことですので、相談窓口があると、

市のほうにもあるということについて、より多

くの市民の皆さんにも知っていただくというこ

とが重要かと思いますので、先ほども申しまし

たが、改めてチラシなどを作成して全戸配布な

どを行うことをして、さらに周知を図っていき

たいと考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 ありがとうございます。 

  寒河江市内に、今のところ出ていないわけで

ありますので、相談もなかったということであ

りますけれども、これから、いつ誰がどこでコ

ロナに感染してもおかしくないような状況が続

いておりますので、今後ともしっかりとしてい

ただきたいなと思います。 

  本市としても、さらに踏み込んで、社会的人

権や経済活動を守るために、寒河江独自の条例

制定などについて、環境整備を急がれたほうが

よいのではないかと思いますけれども、市長の

見解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 何度も申しますが、感染者ある

いはその関係者に対する偏見、差別などはあっ

てはならないと思います。市としても、こうし

たことが起きないように、あらかじめ呼びかけ

ていくということが大切だと思います。 

  しかしながら、現状を見ますと、ＳＮＳなど

が普及している状況でありまして、市内だけで

はなくて、広域的に感染者に関する不確かな情

報、あるいは誹謗中傷などが瞬く間に拡散され

ているという状況にあるというふうにも思いま

す。 

  そういう状況を見ますと、この問題について

は、市が単独で行うということだけでなくて、

やはり広域的な取組というのが必要だと思いま

す。県のほうでも、いろいろな機会を通してそ

ういうことを啓発しているわけでありますけれ

ども、県それから国、さらには関係団体などと

も連携を図りながら、そういう差別、偏見が生

じることのないような環境をつくっていくとい

うことが大事だと思いますので、そういった取

組について進めていければと思います。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 続いて教育長にお伺いしたいと

思います。 

  さきの質問に関連し、本市の教育環境におけ

る児童の感染に伴う負担への対応についてお伺

いいたします。 

  国においては、文部科学省により、本年９月

３日、「学校における新型コロナウイルス感染

症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新し

い生活様式」～」について、第４弾となる対応

が通知され、その後、10月にも同省より「新型

コロナウイルス“差別・偏見をなくそう”プロ
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ジェクト」が発表され、学校における指導及び

動画などによる正しい啓発によって、差別・偏

見をなくすための取組がなされております。 

  しかし、この対応だけでは不十分ではないか

なと私は考えております。市民一人一人が正し

く新型コロナを理解し、全ての児童生徒が教育

を受ける権利を保障され、伸び伸びと学校生活

を送れる市全体での取組が必要ではないかと感

じております。 

  そこで、本市において児童生徒が感染した場

合に伴う負担及び学校運営への対応について、

教育長の答弁を求めます。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 児童生徒が感染した場合の負

担、そして学校運営の対応ということでござい

ますが、本市における感染症対策につきまして

は、議員から御指摘があったとおり、文部科学

省の衛生管理マニュアル、それから県教育委員

会の「新しい生活様式」を踏まえた学校運営方

法にのっとって対応しております。 

  10月に入って、県内で再び感染者が出始めた

ことを受け、県教育委員会の指導もあって、11

月４日付で、学校関係者に新型コロナ感染者等

が出た場合の対応についてということで、再度、

保護者宛てに通知させていただいたところでご

ざいます。 

  その中で、児童生徒が感染した場合、感染が

判明した場合の対応について、１つには、当該

児童以外の濃厚接触者が保健所に特定されるま

での間、学校を閉鎖すること。その期間はおお

むね３日以内であること。 

  ２つには、当該感染者の学校では、活動の態

様や接触者の多寡、多い少ないを踏まえて、保

健所と相談の上、校内消毒などの対策を講じる

こと。 

  ３つには、当該感染者の学校内での活動状況

による学校内での感染拡大の可能性が高いと判

断された場合は、臨時休業とする場合があり得

ることが示されておりますので、感染者が発生

した学校にあっては、保健所等と連携しながら、

校内消毒あるいは他の児童生徒への感染拡大が

懸念されるかどうかの調査、あるいはマスコミ

や保護者等への情報管理等の対応というものが

学校には必要になってくると考えております。 

  加えて、これは決して許されることではござ

いませんが、感染した児童生徒や、その御家族

への不当な差別、偏見などが発生した場合は、

学校にとっては、その対応というものは極めて

大きな負担になると考えているところでありま

す。 

  市内全ての学校では、学級活動、保健指導に

おいて市で作成しました、先ほどありました新

型コロナウイルス防止の手引、それから日本赤

十字社で作成した資料などを活用しながら、差

別や偏見等の防止について指導を行っておりま

すが、これに加えまして、先ほど申しあげた通

知においても、差別や偏見につながるような行

為は不適切であり、あってはならないものであ

ること、それから、子供は親の言動を見てまね

をするので、大人が差別やいじめをしない生き

方を示すことが大切であるということを加筆い

たしまして、家庭での適切な指導をお願いした

ところでございます。 

  いずれにいたしましても、市内小中学校で感

染者が出たというような場合につきましては、

教育委員会としましても、保健所あるいは県の

教育委員会と緊密に連携しながら、学校を全面

的に支援してまいりたいと考えているところで

ございます。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 ありがとうございます。 

  今の答弁にもありましたが、文科省及び県の

教育庁の指導によって策定した小中学校におけ

る「新しい生活様式」を踏まえた学校運営方法

について通知、各学校長へ発出し対応している

とのことですが、それでは、次の点について伺
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います。 

  この学校運営方法に記載された、児童生徒・

保護者の不安軽減及び感染者に対する偏見・差

別によるいじめ防止のための指導、不安を感じ

ている児童生徒に対してのスクールカウンセラ

ーの活用状況について伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 ７月に市内で感染事案が発生

した際に、市内の学校において、新型コロナウ

イルス感染症に係る差別・偏見に関する保護者

からの相談が２件あったと、こういうふうに報

告を受けております。 

  １つは、子供が学校を休んだことで、コロナ

感染ではないかと疑われないかという不安の訴

えでありましたが、子供が登校した後、このよ

うなことが起こらなかったため、保護者も安心

して、これは解決しております。 

  もう一つは、コロナに関連し子供が悪口を言

われたというケースでございまして、直ちに学

級担任が事実確認を行い、悪口を言った子供に

指導を行い、不安が解消されております。 

  この２件とも、スクールカウンセラー派遣の

必要性が出る前に、学校の職員の組織的対応で

解決しているところでございます。ただ、今後

感染者が発生してしまった場合など、不安を抱

く児童生徒や保護者の方が出ることも想定され

るため、そのような場合につきましては、全て

の中学校に配置されているスクールカウンセラ

ーに迅速につなげて、各学校が組織的で当該児

童生徒や御家族に寄り添った対応をしてまいり

たいと思います。 

  また、小学校にはスクールカウンセラーが配

置されておりませんが、中学校のカウンセラー

が学区の小学校も支援できるように勤務時間を

増やすなど、迅速に対応できる体制をつくって

いきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 ありがとうございます。 

  本市では、いじめ防止対策に関する根拠とな

る寒河江市いじめ防止対策の推進に関する条例

や基本方針などを制定しておりますが、全国的

に、学校における新型コロナウイルス感染症濃

厚接触者などに伴う該当の児童生徒に対する差

別や偏見や、学校全体の不安をなくすため、取

組が課題となっているところ、本市において感

染症におけるいじめ防止条例または基本方針の

策定などに向けた考えと新たな対策方針につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 寒河江市いじめ防止基本方針

につきましては、平成26年度に策定して３年ご

とに見直しを行うということになっております

ので、来年度が２度目の見直しの時期に当たり

ます。 

  また、この基本方針に基づいて各学校が定め

ることになっております、学校いじめ防止基本

方針につきましては、毎年見直しをするという

ことになっておりますので、今年度中に、来年

度に向けた見直しが各学校で行われることにな

ります。 

  各学校にあっては、新型コロナウイルス感染

症への対応に加えまして、今年度中に１人１台

タブレットの導入も行われるため、ネットいじ

めに対する危機管理の必要性というものも高ま

っており、各学校におきましては、この２つの

視点を加えて、いじめ防止基本方針を策定する

必要があると考えております。 

  新型コロナウイルスとネットを介してのいじ

めの対応については、条例で設置することにな

っております市のいじめ問題対策専門委員会を

10月13日に開催しております。その中で、教育、

心理、法律、福祉、人権に関わる専門家の方よ

り御意見を頂戴しているところであります。 

  沖津議員の御質問は、コロナ感染症に係るい

じめの対応についてでございますので、この点

に限って、この専門委員会で頂戴した御意見に
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ついて、一例を挙げて申しあげたいと思います。 

  各委員からは、人によってリスク意識が異な

るため、個人差を理解した上で対応していくこ

とが肝要であること。それから、感染者は加害

者ではなく被害者であり、誰でも感染者になり

得るものだということを繰り返し伝えていく必

要があるということ。さらには、この問題は学

校だけの対応ではなく、地域での支援が必要で

あるということなど、貴重な御意見をいただい

たところでございます。 

  これらを学校にしっかりと伝えまして、その

内容を加味した形で、各学校のいじめ防止基本

方針に反映した形で改定をして、いじめ防止に

対して実効ある取組がなされるよう指導してま

いりたいと思っているところでございます。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 御丁寧な答弁をいただきまして、

ありがとうございました。寒河江市では、生徒

のいじめ、誹謗中傷や不当な差別などの言動が

行われないように、そして不安を抱えている子

供や家庭に対し、寄り添った対応と裏づけとな

る環境整備に向けた早急な対策を求め、この質

問を終わらせていただきます。 

  次に、通告番号２番、財政状況を見据えての

先行投資について伺います。 

  市長は、平成20年１月就任以来、本市の財政

再建に取り組まれ、数字で見える実績を上げて

こられました。就任当初、実質公債費比率19％

という厳しい状態から、昨年は7.7％となり、

実に11.3％の減少を果たし、財政再建を達成さ

れました。 

  また、将来負担比率も19.7％と平成20年度比

131.3％減となり、経常収支比率も90.9％と

8.7％の大幅な減少により、今の寒河江市の財

政は県内でも上位の財政健全団体となっており

ます。本市の財政数値は、投資的事業を十分行

える状況にあると思います。 

  今般のコロナにより、多額の財政出動を行っ

てきたわけでありますが、国の臨時創生交付金

における手当や、財政調整基金による対応にお

いて、十分な財政措置が取られてきました。 

  今後も財政計画書の見直しや長期財政計画の

策定、大型公共事業の見直しなどを行いながら、

地域が求める安全・安心な市民生活のため、投

資的事業を行うことについて十分保たれ、予算

執行が可能であると思います。 

  ここで市長に、就任から実践されてこられた

財政再建について自己評価と、寒河江市財政の

現状についての考えをお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 沖津議員から御指摘がありまし

たが、私、市長就任当時、寒河江市の財政とい

うのは公債費、公債費というのは借金を返す費

用ですけれども、公債費をはじめとする義務的

に支払わなければならない経費が大変多くて、

そういう意味では、自由に使える予算が少ない

という、大変厳しい状況であったわけでありま

すけれども、そういった状況でありましたから、

何とかこれを改善すべく努力してまいりました。 

  御指摘のように、過分なお言葉をいただけて

大変申し訳なく思っておりますけれども、借金

をする場合でも、返還する際に交付税措置があ

る、補塡があるなどという、いわゆる有利な起

債と、こういうふうに我々言っておりますけれ

ども、有利な起債を優先的に活用する。それか

ら、御案内のとおり、ふるさと納税でも、寒河

江市のほうに多額の寄附を頂いておりますから、

そういうふるさと納税の財源なども有効に活用

させていただくということで、そういう意味で

財政健全化に努めてきたところであります。 

  その結果、御指摘のとおり、財政規模に対す

る借入金の返済額の大きさを示す実質公債費比

率、それから財政規模に対する借入金等の負債

額の大きさを示す将来負担比率、それから先ほ

ども申しましたが、自由に使えないお金の割合

を示す経常収支比率というのがありますが、こ
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れはいずれも低くなっている、要するに財政が

健全化していると思っています。 

  ただ、例えば実質公債費比率は、令和元年度

の決算で見ますと、県内の13市の中では、まだ

６番目と、真ん中ぐらいですよね。ですから、

これまでの取組で財政の健全化に対する一定の

成果が出ているわけでありますけれども、財政

の健全化というのは毎年、毎年の積み重ねなの

で、やはりそこはきちっと取組を進めていかな

ければならないということを考えております。 

  そして、次の年のことを見据えますと、今後、

新型コロナウイルス感染症の影響によって税収

が減少するということが見込まれています。さ

らには、年々膨らむ社会保障費、それから、御

案内のとおり、市有施設の老朽化に伴う維持経

費などが増えていくということが考えられます

ので、令和３年度については、楽観を許さない

大変厳しい財政運営になるというふうにも、

我々は見込んでおりますので、そういった状況

を踏まえながら、きちっと財政運営をしていく

ということで、今、編成方針などを定めさせて

いただいて取組を進めているところであります。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 なかなか慎重な御意見、ありが

とうございます。 

  今、コロナの影響で社会経済は大変な状況に

あります。飲食店や観光業はもとより、様々な

企業に影響が出てまいりました。そんな中、寒

河江市だけが財政状況がよくなっても評価は上

がらないのではないかなと、これは私の私見で

ありますけれども、思っております。 

  今まさに、来年の予算編成が行われていると

ころだと思います。市民生活をさらに向上して

いくために、町内会などから要望の出されてい

る生活環境の改善に向けた各種対策事業につい

て、十分かつ健全な財政状況を勘案し、積極的

な要望事業の予算を確保し、市内の企業におけ

る公共事業の受注による経済活性策を講じるべ

きと考えますが、市長の見解を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま沖津議員のほうから、

市民の皆さんの生活道路整備というのが大変多

くなっているので、そういった点に予算を重点

的に配分をすべきではないかという御指摘があ

りましたが、私も、最もそういうところに意を

用いて、大変重要な課題であると思っています。 

  市のほうでは、以前からこうした市民の皆さ

んの多くの要望に応えていくということで、優

先順位の審査会などを開催をして、公平に、公

正に公共事業の優先順位基準に基づいて整備促

進をしているところでありますし、投資的な事

業については、財政状況を見ながら真に必要な

事業を厳選して予算編成をしているというとこ

ろであります。 

  比較的大きなプロジェクトはもちろんであり

ますけれども、生活関連道路、それから浄化槽

整備、消防施設整備など、市民生活に密着した

事業についても配慮して予算編成を行っている

ところであります。 

  今年の場合など、今年はまだ終わっておりま

せんけれども、特に緊急的というか臨時的に、

コロナの関係の対策というのが展開をしてきた

わけでありますけれども、国からの交付金、あ

るいは県からの補助金などもありましたが、そ

れだけではなかなか十分ではない。その件につ

いては、市長会などを通して国のほうにも、さ

らに交付金の増額を要望しているわけですけれ

ども、そういった意味で、我々は対策を積極的

に補正予算として講じてきたのは、御案内のと

おりであります。 

  途中ですから何とも申しあげられませんけれ

ども、９月補正後の予算段階では、コロナ対策

については、市民１人当たりにしますと、コロ

ナに対する市の予算、全体のですけれども、コ

ロナ対策としては市民１人当たり約17万3,000

円というふうになっております。国の補助金、
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県の補助金も入れてですけれども、この17万

3,000円というのは、県内13市では最も多い額、

１人当たりにしますと最も多いということで、

こういう臨時的なものに、やはり予算も使って

いかなければ、緊急、突発的なものにも備えて

いかなければならないという状況にあります。 

  そういうことで、来年度においても、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による市内経済の状

況などを十分踏まえながら、また市の財政状況

なども十分勘案しながら、特に御指摘のあった

側溝整備、あるいは用悪水路、それから舗装整

備など、市民生活に密着した事業などについて

は、さらに推進を図って、市民の皆さんが安心

して暮らせる環境というものを向上していかな

ければならないと思います。 

  そういう意味では、これからは、来年は特に

市内経済の循環と、いかに促進をしていくか、

それから、健全財政を維持するかという両立を

図りながら、財政運営していかなければならな

いと考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 ありがとうございます。大変丁

寧に、また前向きな答弁をいただきまして、誠

にありがとうございました。 

  現在、町内会などから出ている要望なども、

100か所を超えていると伺っておりますし、年

間でやっているのが十数か所ぐらいということ

でありますので、ぜひ、小さな工事でも大いに

出していただくと、寒河江のまちがにぎやかに

なって活力が出るのではないかなと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  コロナ禍という先の見通しが示せない中にお

ける予算編成、財政計画策定は大変難しいとこ

ろがあるのではないかということは理解をして

おります。寒河江市の健全な財政に自信を持っ

て予算編成を行い、住環境の整備など市民や地

域の期待に応えた市政運営を求め、次の質問に

入りたいと思います。 

  通告番号３番、寒河江インター近隣の開発に

ついて伺いたいと思います。 

  昨年の６月でも質問させていただきましたが、

人口減少に歯止めをかけるため、寒河江インタ

ー東隣への流通センター、流通団地創設につい

て提案をいたしました。 

  市長からは、平成10年都市計画マスタープラ

ンの策定から、本地域に関する経過を報告され、

寒河江インター付近の開発に伴う新たな産業団

地の構想による経済及び雇用の創出には賛同す

るとの前向きな答弁とともに、平成28年、民間

企業に委託した調査結果においても、本市の開

発エリアとして魅力的な地域との内容を紹介す

る答弁もいただきました。 

  一方で、水防法改正に伴い、ハザードマップ

における浸水エリアが拡大し、この地域もその

水害の可能性が生じてしまった点についても、

慎重な感想を述べられたところでございます。 

  この質問から１年半が経過し、山形市や天童

市、上山市など、近隣の自治体のインターチェ

ンジ付近の開発の状況を見れば、山形県のほぼ

中心である寒河江インター付近の開発行為に伴

う流通産業集積について諦めることができない

ので、もう一度質問をさせていただきました。

これから寒河江市の発展のために必要不可欠な

事業として、私は思っております。 

  第６次振興計画において、第２章「活力と交

流を創成するまち」の中の第３節「賑わいを生

む商工業振興」の４項にある「企業誘致の推

進」にあります新たな工業団地の検討に関する

計画に関し、令和２年度が行動計画前期最終年

度であり、後期の行動計画に向けた市長の見解

を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 沖津議員、ただいま御指摘があ

りましたが、近年、県内の他の地域で、山形中

央自動車道インターチェンジ付近に産業団地等

が整備をされている。その中で物流業とか卸売
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業などを中心に立地が進んでいるというような

状況があるわけであります。 

  昨年の６月にも沖津議員から御質問をいただ

きましたが、そのときもお答えをいたしました

が、大変、インターチェンジ周辺については魅

力的な地帯ではありますけれども、国が定めた

洪水浸水想定区域にあって、開発には慎重にな

らざるを得ないという御答弁をさせていただい

たところでございます。 

  今回、また再び御質問いただいた背景には、

南部地区及び本楯地区における最上川の堤防の

強化工事が完成したということがあって、完成

したからには大丈夫なのではないか、検討して

いけるのではないかということがあるのではな

いかと思っています。 

  我々も、果たしてそれがどうなんだというこ

ともありましたので、山形河川国道事務所に、

一応、どうなんだということについて確認とい

うんですか、照会をさせていただきましたが、

堤防強化工事というのは、堤防の補強工事であ

って、最上川の流水能力自体は変わっていない

ということであります。 

  流水能力というのは、川がどのくらいの水を

流すことができるかを表したものだそうですが、

つまり、今回の工事が完成したことでは、浸水

想定区域図の浸水深、深さですね、変わること

はないというような見解をいただいていると聞

いております。 

  そういうことであれば、全国的にも水害が、

特に今年も多発しましたから、企業においても、

そういう防災意識というのは大変高まっている

状況にあろうかと思います。 

  そういう意味では、なかなか工業団地をそこ

に立地するということは、そういう結果からす

ると大変厳しいのではないかというふうにも思

われるところでありますけれども、この点につ

いては、改めて国、特に山形河川国道事務所に

お邪魔をして、実際の考え方はどうなのか、さ

らには他の方策などについて考えることができ

ないのかなどを、やはり相談をさせていただく

などをして、研究、検討させていただきたいと

思っているところであります。改めて確認をさ

せていただいて、別途方策について研究をして

まいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 ありがとうございます。 

  私も、堤防の強化工事は、最初から、工事の

ときからずっと見ているわけでありますので、

あの堤防が決壊するなんていうことは、私個人

の私見としてはないのではないかと思いますけ

れども、100％と言われれば、それは大丈夫だ

ということは言えないと思いますし、いろいろ

研究をしていただきたいなと思います。前向き

な答弁をいただきまして、ありがとうございま

した。 

  ハザードマップへの対応は十分加味しながら、

いかに知恵と結果を出していくのかが問われて

いると思います。輸送網集積の全国的な最近の

事例を見ると、静岡県三島市において、インタ

ーチェンジまで1.4キロの好アクセスを生かし

た新たな開発行為に伴い、県内大手物流企業が

国土交通省の総合効率化計画として認定を受け、

非効率な物流体制の整備をすべく、梅名物流セ

ンターを新設するなどの事例がこのコロナ禍の

中でも見受けられます。 

  この物流総合効率化法を生かしながら、寒河

江インター付近の開発行為を、新物流産業の集

積に向けた調査研究を山形県と共に働きかけを

していただいて、早期の実現を求めたいと思い

ます。 

  令和の時代は、感染症への対応とともに、人

口減少に伴う労働不足を見据えたデジタル化に

よって、第４次新産業革命が到来することが想

定され、時代の変革を先取りすることが必要で

す。 

  また、コロナによって変化の速度はさらに速
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まっております。そして、新たなキーワードと

して、リスクの分散化、都市移転も加わり、次

代を見据えた寒河江市の市政の実現を期待して

質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号４番、５番について、

８番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 社会民主党、市民クラブの渡邉

賢一であります。 

  野党共闘への結集、諸事情によりまして今回

が社会民主党所属としての最後の一般質問とな

りますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、私からもコロナ感染によりお亡くなり

になられた皆様に謹んで哀悼の誠をささげます

とともに、罹患して治療を受けられておられる

皆様、御家族の皆様に心からお見舞いを申しあ

げます。 

  また、今夏の７月豪雨災害で被害に遭われた

皆様に、改めて謹んでお見舞い申しあげたいと

思います。 

  さて、初めに、アメリカ大統領選挙において、

究極の独裁者と世界から非難されてきた共和党

トランプ大統領が、民主党バイデン氏とデッド

ヒートの争いの結果、バイデン氏が勝利しまし

た。これまでトランプ大統領が数々の大統領令

を連発し、世界の人々を恐怖と失望に陥れるよ

うなワンマン政治に反対の意思を示した良識あ

るアメリカ国民の勝利ではないでしょうか。 

  しかし、日本では安倍政治を踏襲する菅政権

が始動しましたが、日本学術会議の任命拒否問

題に見られるように、期待外れというより、安

倍政権以上に独裁性が強いのではないかと市民

から言われているわけでございます。 

  さて、沖津議員からも激励の言葉がありまし

たけれども、私からも市長に対し、ささやかな

エールをお送りします。 

  県職員時代の豊かな行政経験、そして吉村知

事と共にしっかりと連携して、３期12年の確か

な実績、そして強い信念とリーダーシップ、そ

の優れた手腕を多くの市民の皆さんが高く評価

し、期待を寄せているわけでありますけれども、

特に、先憂後楽を座右の銘とされ、不偏不党、

政治的中立を堅持し、子供やお年寄り、女性、

障がい者など、社会的弱者の立場で市政を進め

てこられました。 

  今こそ、コロナ克服と経済再生、市民の命と

暮らしを守る緊急対策の実施をはじめ、市民の

笑顔と幸せのために、ぜひ第６次振興計画後期

アクションプランをはじめとした諸課題を進め

ていただきたいと思っているところでございま

す。 

  さて、今回は新年度予算にぜひ反映していた

だきたい市民の声を、１つはコロナ禍における

農業、観光の振興、農業農村整備の推進、２つ

目は、高齢者、障がい者など社会的弱者への支

援策など、２項目の質問にまとめさせていただ

きました。ぜひ、どうか前向きな御答弁をお願

いしたいと思います。 

  通告番号４番、コロナ禍と自然災害を克服し、

夢と希望をもって農業に従事できるよう、次代

を担う新規就農者等への支援と、農業農村整備

のさらなる推進について、（１）コロナ解雇に

よる地方移住新規就農者等への支援拡充につい

てでございます。 

  山形新聞の11月９日の記事によれば、厚生労

働省の発表で、新型コロナウイルス感染拡大に

関連する解雇や雇い止めが、見込みも含めて、

11月６日時点で４万242人になったと発表され

ました。 

  業種別では、製造業が最大の増加数となって

いて、アルバイトなど非正規労働者が約半数を

占めていると。業種別では、製造業がトップ、

その後、飲食業、小売業、宿泊業、労働者派遣
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業の順で多くなっています。 

  一方で、新型コロナウイルスの影響によって、

総務省発表では、９月の完全失業者は、前年同

月比42万人増、210万人にも上ると。特にパー

トやアルバイトなどの非正規の労働者が顕著だ

と報じているわけでございます。 

  県では、こういったことも含め、一方で山形

新聞の10月28日の記事では、農業新規就農者の

状況なども発表されたわけです。今年５月末ま

での１年間の県内新規就農者が353人となった

ということで、吉村県政の中でも特筆すべきと

ころではないかと言われています。 

  この前回調査348人を５人上回り、５年連続

で東北１位となっていると。学卒者やＵターン

就農者が増加傾向にある一方で、残念ながら女

性就農者が減っているということもございます。 

  何を申しあげたいかというと、本県での就農

を決めた理由として、米やさくらんぼなど本県

農産物に魅力を感じる人が県外から多く来られ

ているというふうなところを強調したかったの

でございます。 

  ここで質問ですけれども、新規就農等への支

援について、本市の移住定住推進の面からも、

コロナで職を失った方々に、ぜひＧｏＴｏファ

ームとして就農のアプローチをさらに強力に行

って、このような時代だからこそ、本市農業の

貴重な担い手として頑張っていただきたいと思

います。 

  今こそ、新年度予算において、これまでの就

農支援関連の補助金にさらにプラスして、コロ

ナ加算の上乗せを独自に行ってはいかがかと思

いますが、市長の御見解をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員から新規就農者につい

ての取組ということで御質問をいただきました

が、端的に申しますと、寒河江市の新規就農者、

令和元年度は30人という状況であります。内訳

としては、新規学卒就農者が２人、それから農

家出身で他産業に従事した後に就農した方、い

わゆるＵターン就農者が19人、それから非農家

出身で新たに就農した新規参入就農者が９人、

このうち県外出身者は３人ということでござい

ます。県全体では353人ということであります

から、本市の新規就農者の割合、8.5％になっ

ております。県内の市町村では３番目に多い人

数となっております。 

  いろいろ議員御案内のとおり、様々な支援策

というものを、今寒河江市、国・県の事業も含

めてですけれども、取り組んでいます。就農時

に経営確立に向けて金銭的な支援を行う農業次

世代人材投資資金、それから賃貸住宅の家賃な

どを補助する新規就農者定住促進支援事業、さ

らには経営に必要な農機具の導入に係る経費を

補助する担い手新規就農支援事業などを行って

いるところであります。 

  これらの事業においては、就農５年後に農業

所得200万円を目指して取り組むという市の認

定新規就農者になるということや、国の事業を

活用する研修生になるというのが前提条件であ

ります。様々な要件を満たす必要があるという

のも事実であります。 

  我々としては、そういう支援措置を講じなが

らも、さらに新規就農者を確保するという意味

で、市の新規就農者支援育成協議会が中心とな

って、今年度は仙台、８月１日開催をいたしま

したが、それから東京、これは９月27日にオン

ラインで開催をいたしましたが、就農フェアと

いうものに出展をしております。合計26名の方

から就農相談を受けてきております。 

  また、民間の農業情報サイトに、寒河江市の

就農に関しての特設ページなどを作成をしてお

りますし、そういった意味で、情報発信を強化

して新規就農者の掘り起こしを積極的に進めて

いるところであります。 

  今年は新型コロナの影響で中止をせざるを得

なかったわけですけれども、例年３月中旬と６
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月下旬に本市での一泊二日の農業体験などもさ

せていただいて、来ていただいているというこ

とであります。 

  御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響

で地方移住ということについて大変関心が高ま

っているわけでありますので、そういった中で、

新規就農者を確保する点からいうと、一つの機

会だというふうにも我々も思っているところで

あります。 

  そうした状況ですが、国のほうでも農村での

多様なライフスタイルを実現するための支援策

として、農業と他の仕事を組み合わせた半農半

Ｘなどについての支援を検討しているというふ

うに聞いているところであります。 

  こういった状況を踏まえますと、新規就農者

向けの補助金にコロナ加算として上乗せをする

という御提案をいただいたわけでありますけれ

ども、まずは新規就農者の多様なニーズという

ものを受け入れられる環境をつくっていくとい

うのを、まず優先して取り組んでいく必要があ

ると思っています。 

  これと並行して、国の、先ほど申しあげた動

向なども参考にしながら、そして市の移住定住

対策なども併せて新規就農者が定着できるため

の必要な支援というものを検討していきたいと

考えております。 

  貴重な御提案、ありがとうございました。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 市長から御答弁いただきました

けれども、今、深刻な失業と併せて、コロナ鬱

による自殺者、これが増えているという報道も

ございます。 

  ぜひ、この寒河江市は移住定住に本気ですと、

新規就農者に本気ですというふうなキャッチフ

レーズで、もっともっとアプローチすべきだと

思いますので、ぜひこうした点も含めて御検討

をお願いしたいと思います。 

  （２）長期滞在によるさくらんぼ労働力確保

の支援についてでございます。 

  大好評で、重労働のさくらんぼ収穫シーズン

における労働者の唯一の楽しみは、本市の独自

に行われてきたさくらんボーナスでございまし

た。今シーズンから、このさくらんボーナスが

縮小され、来シーズン以降、労働力が本当に確

保できるか不安だと農家から声が上がっていま

す。 

  特に、毎年お手伝いしていただいている方々

は御高齢で、収穫するにも脚立に上れない、選

果するにも目が衰え、傷んだ１粒を見逃す、自

動車運転免許を返納したので家族の送迎が必要

だなど、困難な状況はこれからも続くと見込ま

れます。 

  今年度は、新規の労働者だけに限定したため、

約300人と聞いているんですけれども、同じ仕

事をしてボーナスが出る、出ないで、農家の中

でも格差が生じてしまったと。同一労働同一賃

金でなくなるので、その分、農家が負担したと

ころもあったと伺っております。 

  本市の実績では、平成30年、２年前はさくら

んボーナス、1,495人という実績がございまし

て、継続実施するとともに、さくらんぼの箱詰

め研修会など、初心者のみを対象に行って、あ

るいは子育てママを対象とした作業体験会など、

様々な形で事業を展開されてきた。こうしたと

ころをぜひ引き継いでいただきたいと思ってい

ます。 

  ここで、新年度予算ではさくらんボーナスの

復活と同時に、労働力確保のためにショートス

テイやロングステイの一定期間滞在してお手伝

いをしていただく労働者に対しては、ボーナス

はもちろんですけれども、宿泊料、市民浴場の

入浴料補助など、国の補助事業を使って、本市

の独自の、今度はＧｏＴｏさくらんぼの優遇策

を講じてはいかがかと思いますが、市長の御所

見をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 渡邉議員から非常に貴重な御提

案をいただいて、ありがとうございます。 

  さくらんボーナス事業というのは、市の独自

対策として、生産者の方が新規作業者を確保す

るためのきっかけづくりの一環として、平成28

年度に開始したわけであります。昨年度までの

４年間で延べ4,483人の方から申請があって、

毎年継続して作業に来られた方も多く、定着し

てきたわけであります。 

  そういったことで、市としては、当初の事業

目的に対して一定の効果が生じてきたと認識を

しております。もちろん、これは生産者の皆さ

んが信頼関係の構築や、お互いが納得する労働

条件の確立をしてこられた、そういう努力があ

ったればこそだと思っているところであります。 

  しかし、依然課題となっておりますが、渡邉

議員も御指摘がありましたが、新規の作業者を

いかに確保するかというのは、やはり課題とし

て残るわけでありますので、市としては、新規

作業者の確保のための、そういう意味できっか

けづくりの一環として、新規の方を対象に事業

を実施してきているわけでありますので、御理

解をいただきたいなと思っているところであり

ます。 

  それから、様々独自性の高い滞在型の労働力

確保対策について、いろいろ御提案をいただき

ました。我々も一つ一つ、今日お答えするのは

あれだと思いますけれども、検討させていただ

いて、取組を考えていきたいと思います。 

  今後の対策を進める上で、遠方からの作業者

の確保というのも大変重要な手法の１つになり

得ると考えているところでありますが、ただ、

市内宿泊施設の受入れ能力、もちろんさくらん

ぼの時期でありますから、さくらんぼの観光客

の方が宿泊施設を利用するので、それ以外の宿

泊施設をどういうふうに確保するかなどという

のも大変課題であろうと思いますし、宿泊の費

用の負担の大きさ、それから作業者、遠方から

来られた場合などは、特に作業者の適性が分か

らないままに受け入れるということについて、

生産者の皆さんの不安などがある。そして、作

業者が継続して来てくれるのかどうかというこ

とで、様々課題があると思いますので、そうい

ったところも十分検討していかなければならな

いと思います。 

  また、作業時間というのは限られても構わな

いというケースもありまして、子育て中の方と

か、それからボランティアなどでの企業研修、

それから学生ボランティアなどの方の労働力に

ついても、来ていただくわけでありますけれど

も、実際に受け入れた生産者からは、大変助か

ったという評価もいただいているところであり

ます。 

  しかし、多くの生産者の方の本音は、必要な

期間に毎日従事が可能で、次の年以降も継続し

て作業してきていただける方というのが本音と

しては求めていらっしゃるというところがあり

まして、そういう理想的な方というのはなかな

か見つかりにくいというのも現実かと思います。 

  そういう意味で、滞在型の作業者も含めて、

作業者確保に当たっては、生産者の方の理解と

いうのが基本的にないとうまく対策を進めるこ

とができませんので、市としては、労働力確保

に向けて、生産者の方の御協力をいただきなが

ら、御提案の点なども含めて試験的に取組をさ

せていただいて、課題を把握しながら、生産者

の皆さんも生産を維持・拡大できるような労働

力確保対策を進めていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  ふるさと納税全国９位、44億円超の返礼品の

多くが米とかさくらんぼ、牛肉などの農畜産物

でございます。その見返りの一部でもいいわけ

ですので、ぜひ、農家とその次の世代に充てて

いただきたいというのが要望でございます。 

  さくらんぼのアグリヘルパーさん、新規の労
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働者は、今市長からもありましたように、毎年

来てくださるか分からないというところが非常

に大きい悩みの種でございます。長年来ていた

だいている方は、アドバンテージがあり、来年

もぜひ来ていただく可能性は高いわけですけれ

ども、農家にとってはまさにそういった方が宝

です。だから、ぜひ新たな手法で、労働者派遣

業に対して、私は否定的なところはありますけ

れども、この時期だけは、やはり寒河江市がき

ちんと労働力の確保に真剣に取り組むべきだと

思っているところでございます。ぜひ前向きな

御検討をお願いしたいと思います。 

  さて、（３）の観光農業のコロナ風評被害対

策についてでございます。 

  菅総理は、地方創生の柱を観光と農業とおっ

しゃっています。コロナウイルス感染防止対策

において、観光農業はじめ市の進める農業振興

面におきましては、様々な問題が顕著に表れて

きました。特に、さくらんぼのような短期決戦

型農作物につきましては、来シーズンの到来を

待つことなしに、早期に実効ある対策を国や県

にも求めていかなければならないと思っていま

す。 

  今シーズンは、早々と観光さくらんぼ園の閉

園が宣言されたり、あるいは一方で、６月初旬

には東北と新潟各県の往来の解禁、６月中旬に

は関東圏にもエリアが拡大したり、10万円の特

別定額給付金が給付されたこともあって、当然、

観光客が本市にさくらんぼを求めて殺到したわ

けでございます。 

  本市では、「特×得」キャンペーンによる宿

泊者の呼び込みは、当初予想していた2,000人

の倍の4,000人が本市に宿泊されました。お土

産はもちろんさくらんぼであったと聞いており

ます。 

  一方で、さくらんぼの最盛期において、市民

の中には、当時ＧｏＴｏトラベルのようなキャ

ンペーンが行われなかったこともあって、残念

ながら県外ナンバーの観光客を敬遠し、コロナ

ウイルス扱いするような、いわゆる自粛警察の

方もおって、観光さくらんぼ園の直売所の営業

妨害まで行われたと私は聞いています。 

  私も、せっかく本市を訪れた観光客の皆さん

が嫌な思いをしなくてもいいように、対応を当

局のほうにもお願いしました。こうしたことを

来シーズンも繰り返してはならないと思ってい

るところでございます。 

  何点かまとめますと、観光客に対する観光物

産協会の方の対応、特に予約なしの個人客に対

するホームページなどでの情報発信の内容とそ

の対応、周年観光農業推進協議会に未加入の農

家の方への周知と対応、温泉協同組合や飲食店

組合などへの対応など、これまで様々な方面に

おいて適切な対応を求めてまいりましたけれど

も、まだまだ改善の余地がたくさんあるのでは

ないでしょうか。 

  コロナ感染防止対策、また観光農業振興にお

いて、どちらも重要であり、ブレーキとアクセ

ルをうまく使って乗り越えていくべきです。来

シーズンに向け、コロナ感染の風評被害対策に

ついて、市長の御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 本市の観光農業、新型コロナウ

イルスの関係で大変な影響を及ぼしてきたわけ

であります。２月の観光いちご園の団体客のキ

ャンセルから始まって、御指摘のとおり６月の

さくらんぼは、観光さくらんぼ園の開園自粛と

いうことがありました。 

  もちろん、皆さん、我々も含めて初めての体

験というんですか、経験であったので、次のと

きは、そういういろいろな反省を踏まえて改善

していくというのが基本だろうと思います。 

  ８月下旬からは観光ブドウ園を開園したわけ

でありますけれども、感染予防対策を十分に取

りながら開園したところ、昨年並みの入園者数

を得ることができたと聞いております。 
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  また、今後、現在は観光柿園などもオープン

しているわけですね。12月からは観光いちご園

がオープンする予定ということであります。

我々も、市としてもこれまでの対応なども踏ま

えて、誘客に向けて支援策を講じてまいりたい

と思っているところであります。 

  来年の話をすると、周年観光農業推進協議会

では、来年の観光さくらんぼ園の開園に向けて、

観光客への情報発信方法、入園受付、決済方法、

園内での感染防止対策など、新しい生活様式に

即した受入れ体制づくりについて話合いを進め

ているというところでありますし、また、既に

旅行会社からも予約、問合せが入っているとい

うことであります。市としても、観光農園での

感染防止対策、安全対策を徹底した上で、安心

して来園いただけるように、これらの取組を支

援すると同時に、誘客に向けてキャンペーン事

業なども併せて取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  ぜひ、渡邉議員御指摘のとおり、来年のさく

らんぼシーズンには、さくらんぼ狩りの本場と

して本市全体が観光客でにぎわいを取り戻すよ

う努めてまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 コロナによるストレスというん

ですか、高まって、先ほど沖津議員の質問にも

ありましたけれども、ＳＮＳでも口コミの誹謗

中傷とか嫌がらせなども非常に多くなっている

と伺っています。 

  農業分野におきましても、ぜひ、今市長に御

答弁いただきましたけれども、対策を講じてい

ただいて、観光客が安心して来られるように、

さらには生産者も安心して経営できるようにし

ていかなければならないと思っています。 

  （４）増大する鳥獣被害の緊急対策について

でございます。 

  今年は有害鳥獣の被害が非常に増大している

ということで、県のみどり自然課によりますと、

熊の出没、目撃件数については、11月１日現在

で695件、人的被害も５件という最高の数に上

っているということであります。イノシシも相

当な数に上っていると。それによって、小規模

農家が営農をやめる事態となり、耕作放棄地が

さらに増えていくのではないかと懸念されてい

るわけでございます。また、市内でも様々な野

鳥の被害なども多く出ています。 

  こうした駆除対策には、今までのわなとか電

気柵とかいうこともありますけれども、なかな

か効果が出ない、個人農家でやれば、なかなか

効果がないのではないかということもありまし

て、駆除対策にＧＰＳを使って空からドローン

で監視する方法なども試行されていると聞きま

す。 

  また、野鳥に対しては、天敵の鳥で追放して

いるところもあるということで、以前、先輩の

杉沼議員などもここで質問されておりましたけ

れども、残念ながらいたちごっこにもなってい

るという状況もお聞きしました。 

  それを踏まえて、今回の補正予算においては、

ツキノワグマとイノシシ対策の事業が行われる

こと、これは非常に大変重要であり、迅速な対

応の１つであると思うところですが、こうした

被害状況を踏まえ、ほかにも緊急対策によって、

これ以上の農作物被害を食い止めていただきた

いと思いますが、市長の御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員御指摘のとおり、鳥獣

による被害というのは農作物被害にとどまらず、

農作業中の人身の被害、さらにはごみの散乱と

か、ふんなどによる生活被害など、様々な形で

発生をしているところでありますし、今年は特

に、毎年ですか、どんどん増えている状況にあ

ろうかと思いますが、寒河江市では、平成28年

に猟友会西村山支部寒河江分会会員を鳥獣被害

対策実施隊の隊員に任命をさせていただいて、

主に人身に危険性が高く、緊急性が高い大型の
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哺乳類を対象にした農作物被害発生時の対応を

行ってまいりました。 

  他方、小型の哺乳類、例えばネズミとかハク

ビシンとか、さらには鳥類による農作物被害に

ついては、経済的な損失は大変大きいわけであ

りますけれども、即座に人命に関わることがあ

まりないこと、それから対象箇所数が膨大であ

るということもあって、限られた隊員で対策を

行うことは現実的に不可能に近いということも

あって、生産者自らが防鳥ネット、あるいはロ

ケット花火などによって自衛していただくとい

うことにならざるを得ないということでお願い

をしてきたところであります。 

  今年度は、御案内のとおりドングリをはじめ

とする餌になるブナ科の果実が凶作であるとい

うことで、例年になく全国的に連日ツキノワグ

マの出没が報じられているということでありま

す。寒河江市内でも多くの出没情報が寄せられ

ているところでありまして、実施隊の出動要請

も、今年は過去最高の19回ということでありま

す。 

  また、イノシシについても実施隊員から被害

地域へのわな設置等の対応を随時行っていただ

いております。加えて、近隣でニホンジカの目

撃情報も増加していると聞いておりまして、近

い将来の本市への流入あるいは繁殖も想定され

るということで、そういう意味では、実施隊の

方々の負担も増加していくことが見込まれてお

ります。 

  このため、まずは人身に危険が発生するおそ

れのある大型の哺乳類の対応というものを最優

先にさせていただくということにならざるを得

ませんけれども、実施隊の皆さんだけでなくて、

農業者をはじめとして市民の皆さんから、ぜひ

市の補助制度などを十分活用していただいて、

狩猟免許の取得なども考えていただくというこ

とで、地域全体で有害鳥獣対策を強化していか

なければならないと考えているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今、市長からありましたとおり、

狩猟者の減少、高齢化に歯止めを図り、自然保

護活動の活性化を促すことで、新たに狩猟免許

を取得する者の必要とする経費等に対して３万

円を上限に補助金を交付するというのが、これ

は市民生活課の事業ですか、なっているという

ことで、まだまだ知られていないところもあり

ますけれども、新規狩猟免許取得者がもっと増

えていただきたいと私も願っているところです。 

  ただ、やはり経費からすれば２桁ぐらい違う

のではないかと言われているわけであります。

有害鳥獣の駆除の対策費の予算を、来年度当初

予算でさらに増やしていただき、効果的な対策

が講じられますよう、切望するわけでございま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

  続いて、（５）農地の災害復旧事業負担軽減

について御質問させていただきます。 

  今年７月の大雨により、土砂崩れで多くの農

地が被災されました。 

  激甚災害にも認定され、10月末時点で農林課

にお聞きしましたところ、農地については、被

害面積が5.4ヘクタール、被害額は２億4,705万

4,000円、これは10月末時点でということで、

大変深刻な数字となっております。 

  国の災害査定も行われたそうでありますけれ

ども、その認定された被害箇所について、激甚

災害の災害復旧事業費による農家の自己負担額

は、５割が２割まで負担は軽減されるという制

度になっています。 

  また、農作物被害212.5ヘクタール、被害金

額4,742万円に及ぶ甚大な被害と合わせて、農

家は二重の被害を受けているわけでございます。 

  今年農業収入が見込めなくなった農家にとっ

て、今、米も買わなくてはならない、野菜も自

分で買っているんだというふうな、非常に厳し

い声も伺っています。特に、被災した白岩地区、
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高松地区においてこうした要望が多くなってお

りますけれども、ぜひ市独自の負担軽減策を何

とか講じていただきたい。毎年被害が出れば、

離農しなければならなくなると嘆く方も非常に

多いです。どうかこの自然災害に対する温かい

対応を進めていただきたく思うのですが、市長

の御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員から農地と農業被害の

状況などをお話ししていただきましたが、これ

に農業用施設、園芸施設、それから林道被害を

含めた農林被害の金額というのは、10月末現在

で約６億800万円ほどになっております。これ

は、地元の方が農地や農業用施設の見回りを行

った際に見つかった被害を追加しているからな

わけでありますが、被害額の確定までは、まだ

少し様子を見ていかなければならないと思って

おります。 

  今回の７月豪雨は激甚災害に指定されたわけ

でありますけれども、激甚災害に指定され、農

地や農業用施設の復旧費用については国の補助

のかさ上げ措置がなされております。市でも、

地元負担の軽減ということで対応させていただ

いております。 

  具体的には、農地に関するものを申しあげま

すと、国の災害査定に申請した箇所の復旧工事

は、平均で国の補助率というのが約９割になっ

ているわけです。市の負担は補助残の８割とい

うことになって、地元の負担は補助残の２割と

いうことになろうかと思います。 

  災害査定を受けるための設計費の作成費用と

いうのは、国の補助が約５割ということになっ

ておりますが、市の補助は補助残の全てを市の

ほうで負担するということになっております。 

  したがいまして、このたびの措置によって、

地元の負担というのは、復旧工事で言えば約

25％であったものから数％まで下がっている。

それから、設計費の作成費については、２割の

負担から負担なしということで軽減をされてい

るということであります。 

  また一方、市の単独での復旧事業についても、

市の負担率を約５割から約８割までかさ上げを

させていただいて、地元負担を２割以下という

ふうにさせていただいております。 

  こうした寒河江市の対応というのは、周辺の

市町に比べても遜色のない手厚いものだと思っ

ているところでありますが、近年の気象状況は

極端化が進んでいると思います。見通しづらい

状況があろうかと思いますが、収入の保険とか

農業共済とかといった制度などの活用なども含

めて、総合的な負担軽減策などを検討していけ

ればと思います。そういう意味で、渡邉議員の

御提案、御指摘なども踏まえて対応していきた

いと思います。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 災害査定の認定にならなかった

割合というのも若干ございまして、３割から４

割と聞いております。そうしたところにもぜひ

手を差し伸べていただいて、先ほど市長からは、

融資のお話とかいろいろ、そのほかの対応など

も御答弁いただいたわけですけれども、自然災

害は、起こるべくして起きてしまうような、今

状況ですので、明日起きるかも分からないよう

な、そういう状況ですので、そこはぜひ、災害

対策費など、もっともっと研究、検討していた

だきたいなと切望するわけでございます。よろ

しくお願いします。 

  続いて、二の堰周辺の耕作放棄地の対策につ

いて、質問２つ準備しておりますので、よろし

くお願いします。 

  ３年前、私は、この場所で二の堰の周辺の、

特に東側、左岸の流域における袋小路農道をぜ

ひ解消していただきたいと。用悪水路の再整備

などもお願いしたところであります。農道が袋

小路では、軽トラックや農業機械がＵターンも

できないような状況で、非効率だと。これでは
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農地の借り手もいないのであります。農地利用

最適化推進委員の方々も、こうした農地につい

ては頭を悩ませているところであります。 

  県営の水環境整備事業において、延長約1.5

キロの遊歩道ができたわけですけれども、それ

まで軽トラック、軽ワゴンが通行できた二の堰

沿いの農道については機能が失われたと、歩行

専用になってしまったということで、農家から

はいつ整備してくれるんだということで、待つ

こと30年超でございます。 

  そもそも、村山総合支庁の前身である山形平

野土地改良事務所が事業主体で、国と県、そし

て本市の補助金などで進めてきた事業でありま

して、この二の堰の機能強化については、機能

代替の農道あるいは橋の新設などの整備を求め

てきたわけですけれども、残念ながら、いまだ

その点については解決されていない状況にござ

います。 

  農林課長からも現場に来ていただいて、その

状況などを見ていただいたわけです。農家の代

表からも、こうした点をぜひ伝えてくれと言わ

れているわけですけれども、御所見をお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員から、この件について

は過去に２度御質問をいただいております。 

  平成30年には、地元の方々と相談させていた

だきながら、取組の実施に向けて調整を進めて

いきたいという御答弁を申しあげましたが、実

際、担当課において国の多面的機能支払交付金

制度の活用組織を立ち上げて交付金を活用した

整備を図っていけないかということで、模索を

してまいりましたけれども、現時点で立ち上げ

るまでには至っていないというのが実情でござ

います。 

  この課題の解決には、土地所有者と耕作者の

皆さんの意思が最重要でありますので、改めて

地域のリーダーとなる方にアプローチをさせて

いただいて、組織の立ち上げを検討してまいり

たいということで考えております。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

 休 憩 午前１０時５７分  

 再 開 午前１１時１５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 先ほど市長から御答弁いただき

ましたけれども、現状はといいますと、農家の

高齢化によって営農組織、これ前は麦の生産が

行われていた地域でもあります。これが弱体化

して、なかなか進まない状況がございます。 

  農業農村整備御専門の農林課長からは、土地

改良事業の未施工のところも見ていただいたわ

けですけれども、道路も水路も橋も整備されな

ければ、借り手も買い手もつかないため、耕作

放棄地になっていくのはごく当たり前のことだ

と思うのです。未来永劫、耕作放棄地ができて

しまうと思います。 

  したがいまして、農業委員会の機能強化が図

られても、ハードが先行しなければ、そこは進

まないと思います。この点につきまして、耕作

放棄地対策について、拡大している現状につい

て、農業委員会会長については、どのようにお

考えか御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 お答えを申しあげま

す。 

  農業委員会としましては、耕作放棄地対策に

ついてでありますけれども、今、渡邉議員から

は二の堰周辺のことでありますので、二の堰は

寒河江十景の１つであり、せせらぎに彩られた

美しい景観であるほか、疏水百選にも選定され

た歴史、伝統に加えまして、景観コミュニティ

ーの場で知られる本市の主な農業の振興地域で

あります。 
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  農業委員会としましては、市内の農地の状況

を把握するため、市内に９つある農用地利用改

善組合と協力しまして、農地パトロールを毎年

８月から９月にかけて実施しているところであ

ります。 

  ここで、耕作放棄地について、現在耕作して

いない、通常の作業で再生可能な農地から森林

の様相を呈している立木等がある農地もありま

して、このうち森林の様相を呈していない農地

を遊休農地と呼んでおります。今回の答弁では、

遊休農地を対象にお答えをさせていただきたい

と思います。 

  遊休農地については、平成30年度の市全体の

面積は51.27ヘクタール、このうち渡邉議員地

元の西根地区の面積は2.05ヘクタール、令和元

年度の市全体の面積は50.15ヘクタール、この

うち西根地区の面積は2.11ヘクタールであり、

ほぼ横ばいの状態になっております。 

  具体的に二の堰北東から北は国道112号線、

東は主要地方道寒河江村山線、南は市道八鍬日

田線までを境とする範囲におきましては５か所、

９筆の遊休農地を把握しております。 

  遊休農地になった要因については、様々では

ありますけれども、１つは高齢化、あとは病気

であることを原因に耕作できないという事情も

把握しているところであります。 

  今後、当面の当委員会としての対策としまし

ては、当該地区担当の農業委員及び農地利用最

適化推進委員を通じまして、所有者の意向を個

別に確かめながら、農地中間管理事業の紹介と、

農地法に基づく売買もしくは貸し借りを仲介し

ていくことのほか、市の単独事業であります寒

河江市耕作放棄地再生利用交付金の活用を農業

者に勧めるなどして、手を尽くして遊休農地の

解消に努め、本市の十景の１つでもある清流の

里における祖先から受け継がれてきた自然と農

業との調和を確保していきたいと考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ、

土地改良区、ＪＡなどと連携して、このところ

を解決していただきたいなと要望させていただ

きます。 

  さて、次の通告番号５番の課題に移りたいと

思います。 

  社会的弱者のコロナ対策と高齢者や障がい者

に優しい安全・安心の公共交通の充実について

でございます。 

  （１）市内循環バスのコロナ対策と利便性向

上について。 

  端的に申しあげますと、持続可能な社会目標、

ＳＤＧｓを推進していくためにも、特にジャン

ボタクシーではなく、バリアフリー専用の福祉

車両を貸与すべきではないかとか、週末は、ぜ

ひ観光スポットを回って、観光客や市民の足に

なってほしいとか、様々な要望がございます。

ぜひ、こうした点も踏まえ、どのようにお考え

か御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内循環バスについては、平成

28年から運行させていただいております。南部、

北部、両ルートの合計の延べ利用者数、平成28

年度が2,796人、平成29年度が3,462人、平成30

年度が4,087人、令和元年度が4,294人というこ

とで、年々増加しているところであります。 

  議員からジャンボタクシーではなくというこ

とでありますが、基本的には、循環バスは介助

なしで乗降できる方を対象としているというこ

とで、ジャンボタクシーを運行させていただい

ているところであります。 

  ただ、高齢者の方が多くなっているところで

あります。乗降時における車両へのステップ設

置などについて、しょっちゅうアンケートなど

も取らせていただいておりますから、その中で

も要望が出てきておりますので、今後、設置に

係る費用助成について検討を予定しているとこ
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ろでございます。 

  それから、循環バス、平日運行であります。

御質問にありました、土・日・祝日などの観光

客を対象とした運行という御質問がありました

が、観光客の皆さんを対象にした土・日・祭日

の二次交通などについては、チェリーランドと

か慈恩寺なども含めて、観光スポットを周遊で

きるようなコースということで、循環バスと別

にいろいろ検討していきたいと考えているとこ

ろでありますので、よろしく御理解をいただき

たいと思います。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 時間の関係で、次の質問に入ら

せていただきます。ぜひよろしくお願いします。 

  寒河江駅エスカレーター新設についての質問

でございます。 

  非常にコロナ対策としても、２階に改札があ

る駅というのは寒河江駅ぐらいですので、上り

下りが非常に大変だという声が出ています。夜

になると、暗くて下りるときに非常に恐怖を感

じるという声も上がっています。ぜひ、フロー

ラ・ＳＡＧＡＥのエスカレーターのように、駅

にもつけていただけないかという声があります

けれども、御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 エスカレーターについては、現

在、寒河江駅の市で管理している歩行者用自由

通路には、階段は北と南に１か所ずつあるわけ

ですけれども、またエレベーターについては、

それぞれ北と南に１か所ずつ設置をされており

ます。また、ＪＲ側にも、ホームとの連絡用と

して１基設置をされているということでありま

す。エレベーター、合計３基設置をされている

ということでありますが、県内の主要な駅でエ

スカレーターを設置しているというのは、御案

内のとおり山形駅だけとなっております。寒河

江市より利用者が多い箇所でも、なかなか設置

していないというところであります。 

  御指摘のとおり、２階に改札口があるという

のはあまりない駅になっています。実際、今、

1,800人ほどの平均利用者数、１日、いらっし

ゃるわけでありますけれども、御案内のとおり、

ほとんどが通勤・通学、通学が多いというふう

になろうかと思います。要するに若い人、元気

な人というふうに認識をされると思います。 

  そういった中で、エスカレーター、結構経費

もかかっていくということでありますから、な

かなか現時点で設置について検討していく、進

めていくというのは難しい状況になるのかなと

思います。 

  そういう意味で、高齢者の方、大変な方など

については、エレベーターを御利用いただくと

いうことになるわけでありますので、エレベー

ターへの誘導表示などについて、きちっと改め

て工夫をして、利用しやすいような対策を講じ

ていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  最後の質問になります。ＪＲフルーツライン

左沢線の利便性向上については、５年前、同僚

議員が左沢線と山形新幹線の乗り継ぎに係る待

ち時間短縮による利便性向上についてというこ

とでやり取りが行われ、県やＪＲに強く要望す

るという御答弁がございました。 

  残念ながら、今もダイヤ改正なども行われず、

非常に不便だということがあります。特に出張

とか観光の際、わざわざ新幹線は天童駅、あと

仙山線は山寺駅ですか、を利用しなければなら

ないというふうな声も出ています。 

  ぜひ、この現状を改善するために、まずは１

本だけでもいいので、アクセスがよくなるよう

な手法が考えられないのか、この辺について御

所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この件については、何回もとい

うよりも、毎年ＪＲのほうに要望しているわけ
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であります。一番重要な要望項目に私どもはさ

せていただいているところであります。強く要

望しているのでありますが、ＪＲからのお話と

しては、山形駅と北山形駅の区間というのは、

仙山線と線路を共用しているために、仙山線の

ダイヤも考慮しなければいけない。それから、

線路が単線構造となっているため、列車の行き

違いに必要な時間なども考慮しなければならな

いということで、様々な制限があるので、改善

していくのは難しい面があるというふうな御回

答をいただいております。 

  それで黙っているのはいかがかという御指摘

かと思います。我々もいろいろ知恵を出しなが

らしていかなければならないと思いますが、先

ほど申しましたとおり、通学・通勤の方が多い

左沢線であります。通学のことを想定をすると、

残念ながら子供たちは徐々に減ってきている状

況でありますので、利用者数は黙っていると減

ってくる可能性があるわけですね。そういうこ

とからすると、通勤者を増やしていくというこ

とが、掘り起こししていくということが大事だ

ろうと思います。 

  そういう意味で、これから通勤者向けの支援

対策、利用促進のための支援策などを検討して

いかなければならないと思います。利用者が増

えていけば、ＪＲのほうも採算などを考えれば、

いろいろな対策も講じていただけるのではない

かと思います。 

  ＪＲ左沢線を含めて、公共交通機関の充実と

いうのは、市民をはじめ沿線の住民の皆さんの

生活に係る喫緊の課題でありますので、これは

協議会がありますから、協議会を含めて関係機

関と一体となって様々な取組を進めてまいりた

いと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  ぜひ、山形新幹線が東京駅と時間短縮という

ふうな公約にされている自民党の国会議員の方

もいらっしゃいますけれども、肝腎のアクセス

がよくならなければ、本市を含めて沿線住民に

はほとんど恩恵がないわけでございます。負担

金だけ増えるというのも、これもまた問題であ

りますので、ぜひ、こうした点も含め、なお一

層の御努力をお願いしたいと思います。 

  時間もありませんので、結びになりますけれ

ども、私は、立憲主義、護憲平和、民主主義を

守り、社会民主主義の新たな時代を切り開くた

めに、今後も野党の自治体議員の一人として、

多くの市民の皆様と共に自公連立政権から政権

交代を目指して邁進していく覚悟でございます。

そのために、当面する市長選挙、知事選挙、引

き続く国政選挙を勝ち抜く決意を表明いたしま

して、私の一般質問をこれで終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

月光裕晶議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号６番から８番までにつ

いて、５番月光裕晶議員。 

○月光裕晶議員 月光裕晶です。よろしくお願い

いたします。 

  通告番号６番、イノシシ対策についてお聞き

します。 

  （１）囲い罠の導入と補助について。 

  去年の12月の定例会で一般質問させていただ

きました民家にイノシシが出没した件で、また

今年も同じ家にイノシシが出没したようです。

今回と前回が違うのは、前回は山のほうから

徐々に徐々に被害が下りてきて、最終的に民家

の庭を掘り起こしたものでありました。しかし、

今回はその民家に行く途中の畑などは被害が少

なく、その民家の庭だけ掘り起こされたものと

聞いております。よほど餌が豊富なのでしょう

か。しかし、周辺住民は、いつイノシシと鉢合

わせしてしまうか、不安でいっぱいのようです。 

  前回の答弁で、捕獲を計画しているというお
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話をいただきました。しかし、地域の方に聞い

てみると、今年は去年よりも多く感じるとの声

がございました。 

  イノシシの個体数を減らすには捕獲をするし

かないと思っております。しかし、捕獲するた

めには、わなを扱う狩猟免許が必要なわけです。

先ほども市長答弁なさってくださったように、

狩猟免許を取得するための補助金が出ていて、

これはとてもありがたいとは思うんですが、病

院で診断書をもらったりですとか、講習を受け

たりですとか、結構手間がかかるもので、楽に

取れるものではないようです。これらも、先ほ

ど渡邉議員がおっしゃいました狩猟者不足の一

因かと思います。 

  そのようなことから、行政や猟友会などの団

体に依存しない個人での捕獲体制の在り方、そ

れと止め刺しに銃を使わない捕獲、そして市民

がイノシシから身を守る方法など、これらを考

えていかなければならないと思います。 

  捕獲の基本は狩猟免許で、免許がなければ捕

獲は基本的にできませんが、中には狩猟免許が

なくてもできる捕獲もあるようです。「農林事

業をなりわいとする者は、自らが所有する農地

や山林に狩猟期間に限り許可を受けることなく

囲いわなを設置し、有害鳥獣を捕獲することが

できる」とされております。狩猟期間中の農業

者の免許なし捕獲は、囲いわなに限っては許さ

れるようです。 

  そこで、市でも囲いわなを所有し、レンタル

してくださるですとか、農業の従事者や団体に

囲いわななどの駆除用の器具、資材の購入費、

止め刺し用の道具にも補助を拡大できないもの

かお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 月光議員からイノシシ対策につ

いて御質問がありましたが、イノシシによる農

作物被害については、県内でも年々増加の一途

をたどっていると聞いております。 

  本市におきましては、令和元年度、被害額が

358万円ということでありました。平成30年度

は195万円でありましたから、約倍増している

ということになろうかと思います。被害報告数

も増加、また被害発生地域も拡大をしている状

況であります。 

  議員からございましたが、昨年度は県の委託

事業である指定管理鳥獣捕獲等事業を活用して、

西村山１市４町管内において冬期間のイノシシ

捕獲を実施をしたところであります。西村山全

体では、目標の80頭を上回る96頭が捕獲をされ

て、うち寒河江市管内では24頭が捕獲をされて

いるところであります。 

  今年度は、捕獲目標が1.5倍の125頭に増加を

されて、11月１日から事業に着手している状況

であります。 

  狩猟期間外に行われる有害捕獲については、

寒河江市鳥獣被害対策実施隊が主にくくりわな

を用いて行っております。今年度は24頭既に捕

獲をしており、昨年度は４頭でありましたから、

大きく上回っている状況であります。 

  議員から御提案がありました農業者への囲い

わなをはじめとした捕獲資材への支援というこ

とがありましたが、囲いわなについては、狩猟

期間であれば狩猟免許を持たない農業者でも自

らの園地で設置が可能である、御指摘のとおり

でありまして、自らが農地を守る体制づくりに

大変有効であると思いますけれども、一方で、

囲いわなの設置に当たって一定の面積以上の平

たんな場所が必要になってまいります。さらに

は、捕獲まで１か月程度の餌づけ期間が必要だ

ということになります。その間、周辺にイノシ

シを誘引して導いてこなければならないという

ことで、２次被害発生のおそれがあるとなって

おります。 

  それから、捕獲処分の際には、安全性の面か

ら、先ほど月光議員からもありましたが、狩猟

者による銃器での止め刺しが望ましいというこ



 - 34 - 

とになりますので、農業者と狩猟者をつなぐ体

制が整っていないとなかなか難しいということ

で、こういう課題が様々あるようでありますの

で、課題解決していかなければ、なかなか市と

しても推奨するというふうにはまだなっていな

い状況かと思います。 

  市としては、それではどうして防ぐのかとい

うことでありますが、まずは、イノシシを山間

部から農地や集落へ侵入させないというのが第

一でありますので、農地への電気柵、集落周辺

への侵入防止柵の設置といった対策を推進して

いっているところでございます。 

  また、捕獲数を増やして生息数を減少させる

ということも重要でありますので、山間部に設

置可能で、餌による誘引を行う必要がない、い

わゆるくくりわなによる捕獲が現時点では適当

であると考えております。 

  くくりわなについては、市の鳥獣被害防止対

策協議会で所有をしておりますので、実施隊に

貸出しをして捕獲活動をしていただいていると

いう状況であります。 

  イノシシの捕獲数を増やしていくためには、

くくりわなの設置をどれだけ増やしていけるか

ということが課題となってくるわけであります

が、先ほど御指摘がありましたが、実施隊員だ

けでは対応に限界がありますので、くくりわな

設置箇所周辺に農地のある農業者の皆さん、あ

るいは地域の住民の皆さんから、設置後の見回

りなどにも御協力をいただくなどして、地域全

体でイノシシ対策を行う体制を構築していく、

そういうことが重要であろうと思います。 

  今年度策定を予定しております第３期寒河江

市鳥獣被害防止計画におきまして、イノシシを

はじめとする鳥獣被害対策の強化に向けて、地

域と行政が連携して行う被害防止対策のための

体制づくりというものを明記をさせていただい

て、対策を強化してまいりたいと考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 やはり、自分の農地は自分で守

る、そういった意識が皆さんに大切かと思いま

すので、ぜひそういったことも周知していただ

いて、それと、先ほど答弁でおっしゃってくだ

さった２次被害、これは基本的には一番まずい

のが人的被害かと思います。 

  次に、その人的被害に関してなんですが、自

衛の手段についてお聞きしたいと思います。 

  イノシシが出た民家の周辺の住民は、とても

不安な気持ちでいっぱいであります。いつイノ

シシと出会うか、気が気ではないようです。さ

らに、農家の方が山の畑などに行き、イノシシ

と鉢合わせするなどという事例が多くなってき

ていると聞きます。自分や家族のためにも、も

しイノシシと鉢合わせをしてしまったら、自分

の庭に入ってきたら、どうやって身を守るか考

えなければいけないと思います。 

  知り合いで狩猟免許を持つ方にお聞きしまし

たところ、一般市民であれば携帯に便利なパチ

ンコ、今はスリングショットというようです、

そういったものですとか、パチンコをライフル

型にしたスリングライフル、そういったものも

あるようですね。そういったものが効果的だと

いうお話を聞きました。農家の方も、山に持っ

ていくには便利かと思います。 

  そこで、イノシシとの鉢合わせを不安に思う

市民の自衛のためには、どのような方法が効果

的であるとお考えでしょうか。また、そういっ

た自衛のスリングショットなどの撃退用の自由

猟具の購入補助などはできないものか、お伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 月光議員、先ほど御指摘があり

ましたが、イノシシによる被害については、以

前は山間部の畑の掘り起こしなどが主なもので

あったところが、昨年来、民家の庭先が掘り起

こされるというようなことで、集落内での出没
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が見受けられるようになってきております。 

  御質問にありますように、自宅の畑などでイ

ノシシと急に遭遇した場合、どう対応するのか

ということでありますが、イノシシの性質上、

基本的には神経質で臆病な動物と言われており

ますので、刺激を与えたり挑発するのは危険だ

と言われております。 

  そういうこともあって、スリングショット、

こういうやつですか〔資料を示す〕、こうやる

んですよね、パチンコのような、こういうのを

使って威嚇していくということになると、挑発

するというようなことが予想されますので、積

極的な使用というのはなかなか好ましくないの

ではないかと思っております。 

  また、スリングショットなど、悪質ないたず

らなどにも使われている例もあるようでありま

すので、使い方次第では危険な道具になりかね

ないということも考慮いたしますと、購入補助

については慎重にならざるを得ないかなと考え

ているところであります。 

  イノシシに急に遭遇した場合、出会ったとき

は、慌てずにゆっくりと後ずさりをして、イノ

シシの見えないところに避難していただくとい

うのがいいと言われています。 

  人身被害などが起きないようにしていくには、

イノシシを集落に近づけさせない、そういった

環境づくりが重要だと思いますので、どういう

ことかというと、餌場となり得るようなもの、

収穫の残渣でありますとか生ごみなどを近くに

放置しないなどということが必要なのかなと思

っております。適切に処分していくということ

が重要かと思います。 

  市といたしましても、先ほど来ありましたけ

れども、農家の皆さん、地域の皆さん一人一人

に御協力をいただかなければなりませんので、

チラシや広報車、それから防災行政無線による

注意喚起、さらには花火による追い払いの実施

なども検討しながら、御協力をいただいて、地

域の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考

えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 

  もし出会ってしまったら、まずは刺激をしな

いでゆっくり後ずさりということで、熊に会っ

た場合というのは、結構いろいろなところで言

っていますので知っている方も多いかと思うん

ですけれども、イノシシに会った場合というの

はどうしたらいいかというのを知らない方、多

分かなり多いかと思います。ですので、ぜひ住

民の皆さんに、イノシシと会った場合はこうし

てくださいというような注意喚起をしていただ

きたいと思います。 

  それと、やはり昨日ちょっとお聞きしたんで

すけれども、繁殖期のイノシシの臭いってすご

く強いらしくて、そのイノシシが通った田んぼ

の稲は刈ってはいけないぐらいで、コンバイン

ですとか乾燥機にまで臭いが移って、もうそこ

では、そこの田んぼは、もう今年は駄目みたい

な状態にもなるらしいので、それで耕作をやめ

てしまったという方も少しずつ出てきているよ

うですので、ぜひイノシシへの対策をしっかり

していただければと思います。 

  では、次の通告番号７番、コロナ禍における

家庭ごみの増加についてお聞きします。 

  （１）寒河江市のプラスチックごみの増加傾

向と対策について。 

  このコロナ禍で、外出が減少傾向にあり、家

にいる時間が多く、そうなれば自然とごみの量

も増えるかと思います。朝のごみ出しは私の役

目ですが、ごみ置場のごみの量も増えているよ

うな気がします。 

  そして、最も問題なのがプラスチックごみで

ございます。外食を控えてデリバリーやテーク

アウトを頼んだり、自宅で調理する巣籠もりの

影響で、弁当や惣菜の容器、肉や魚のトレーと

いったプラスチックごみが増えたと見られてお
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ります。 

  回収してもらうためには、プラスチック容器

などを洗う必要があることも負担に感じている

方も多いでしょう。プラスチックごみの増加は、

人々の暮らしの負担や行政コストの増加、そし

て地球環境の悪化にもつながります。 

  プラスチック製のストローを紙製に変えたり、

レジ袋を有料にしたり、世間はプラスチックご

みを減らす方向に動いております。テークアウ

トにマイ容器やマイボトルの持込みを推奨して

いる飲食店もあるようです。 

  そこで、今の寒河江市のプラスチックごみの

増加傾向と、これからの対策についてお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市において、プラスチッ

クごみというのは、御案内と思いますが、平成

27年度までは、その他プラスチックとして分別

収集をしていたわけでありますけれども、平成

28年度からは、燃やせるごみとして生ごみや紙

くずと一緒に収集している。プラスチックごみ

だけを分けて収集をしているということをやめ

ましたので、実際、どのくらいの量がごみとし

て出ているのかというのが把握できない状況に

なっております。 

  しかし、家庭ごみの総量については、近年、

微増傾向が続いておりまして、御指摘のとおり、

コロナウイルス感染症による自粛などが行われ

始めた４月から10月末までのクリーンセンター

の家庭ごみの搬入量を検証してみますと、令和

２年度の対前年比は2.8％増となっております。

コロナ禍の影響というふうに、少なからずある

ものと考えております。 

  また、御案内のとおり、今年の７月からは、

レジ袋の有料化などが始まりましたので、寒河

江市としても、マイバッグ持参によるレジ袋の

削減、それからプラスチックトレーなどの店頭

回収の利用などについて、さらに啓発を図って

いくことに努めていきたいと思っておりますし、

市民の皆さんにそういったことについて周知徹

底を図っていくということが必要であろうと思

います。 

  そういうことを続けていきながら、リサイク

ル活動なども普及をしていく、そして地球温暖

化に結びつけていくという取組を今後一層進め

ていく必要があるという認識でおります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 御答弁ありがとうございます。 

  本当にプラスチックごみ、ビニール袋ですと

かそういったものというのは、本当に、こんな

ところにあるのというところから出てくるもの

で、前に少し話題になりましたけれども、ウミ

ガメの鼻の穴からストローが出てきたりですと

か、あとは鹿の胃の中にビニール袋がたくさん

詰まっていたとか、私、よくダイビングをする

んですが、ダイビングで魚はいないんですけれ

ども、クラゲのようにビニール袋だけ漂ってい

るなんていうこともたまに見受けられます。 

  ですので、やはり地球環境にはかなり悪いも

のかと思いますので、ぜひそういったことも市

民の方に知っていただいて、少しでも削減でき

るような方向に向けて動いていただきたいと思

います。 

  では次に、増えるごみのポイ捨てについてお

聞きしたいと思います。 

  ここ最近、道路脇や高速道路の側道沿いのご

みが目につく機会が増えたような気がします。

そして、近頃、国道や最上川にかかる橋にごみ

のポイ捨て抑止の看板が設置されました。さら

に今、市では試験的な監視カメラ等の設置を検

討してくださるなど、対策をしてくださって、

周辺住民としてはとてもありがたく思っており

ます。 

  近所の方に聞きますと、ビニール袋に入れら

れた家庭ごみですとか、わざわざその看板の下

に置いていく人もいるようです。さらには、毎
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回同じ場所に捨てていく方もいるようです。 

  前回、後藤議員が写真を持っていらっしゃっ

て、すごく分かりやすかったので、今回、私も

持ってまいりました。こういう状況になってお

ります。〔写真パネルを示す〕ずっとごみが続

いて落ちている状態でございます。 

  それと、昨日なんですが、これは国道287号

線柏陵橋の手前ですね。ちょっとすみません、

ちょっと小さいんですが〔写真を表示したタブ

レット端末画面を示す〕、ごみを捨てるなの看

板の下にビニール袋が置いてあります。こうい

う状態であります。 

  この看板の下のごみから50メートルぐらい、

ずっとごみが散乱しているわけでございます。

とてもモラルの低下を悲しく思います。そのよ

うなところにはぜひ監視カメラ等を置いていた

だいて、抑止をお願いしたいと思います。 

  しかし、監視カメラも全ての道路に設置する

わけにはいきません。やはり根本はポイ捨てへ

の意識向上かと思います。 

  今年は、コロナ禍でのごみ増加に加えて、ク

リーン作戦も春は行いませんでした。来年度も

確実にクリーン作戦ができるとは限りません。

その近所の方は自発的にごみ拾いをしてくださ

っているそうです。ほかにも何人か、散歩つい

でにごみ拾いをしてくださる方がいるようです。

市長もいつもごみ拾いをしてくださっているよ

うで、金谷地区の方はごみが少ないと地元でお

っしゃっておりました。 

  しかしやはり、ごみ拾いをするのは決まった

人や団体ばかりで、もっと市民一人一人のごみ

のポイ捨てに対する意識を高めていかなければ

いけないと感じました。 

  ここ数年、ごみ拾いにスポーツのエッセンス

を加え、ごみ拾いを競技へと変換させた大会な

どがあります。とても面白い取組だなと思いま

した。コロナ禍でほとんどのイベントが中止に

なっている今だからこそ、こういった市民の皆

が楽しく参加でき、自然とポイ捨てへの意識が

芽生え、向上するような環境教育、環境学習の

機会が必要ではないかと感じております。 

  そういった面も含めまして、ごみのポイ捨て

に対するこれからの市の対策の方向性をお伺い

したいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ごみのポイ捨てなどについては、

先ほど写真も提示をいただきましたが、道路脇

でありますとか、河川敷周辺などに多くある空

き缶、ペットボトル、コンビニの袋など見られ

るということであります。それらごみのポイ捨

てを含めて、不法投棄などというのは、なかな

かなくなっていかないというのが現状でありま

す。 

  市としても、定期的なパトロール、それから

不法投棄防止用の注意喚起の看板などの貸出し

などを行っているところでありますし、特に、

被害状況の大きい箇所などについては、市の環

境衛生組合連合会と村山地区不法投棄防止対策

協議会の連携によって、原状回復事業の実施を

しております。先日も実施をさせていただきま

したが、不法投棄防止のための対策を進めてい

る状況であります。 

  御質問にありますように、スポーツのエッセ

ンスを加えたごみ拾い、通称スポごみは、スポ

ーツと社会奉仕活動の融合によって、子供から

大人まで参加できる、これは日本発祥の新しい

スポーツだと聞いておりますが、県内でも実施

団体があるようで、先日も何かテレビで、先週

でしたか、拝見をいたしました。そういう取組

なども参考にさせていただきたいと思います。 

  やはり、こういったごみのポイ捨て防止、そ

れから不法投棄の防止などということについて

は、小さいうちから関心を持ってもらうという

ことが大事だろうと思いますので、環境教育、

それから環境学習について大変重要であろうか

と思いますので、例えば小学校の道徳教育の中
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で環境問題の意識づけとなる授業などができな

いかどうか、検討していきたいというふうにも

考えております。 

  それから、ポイ捨てを含めた不法投棄防止に

関して、町内会の皆さん、それから子供会、市

内の清掃ボランティア団体など、多くの皆様方

から関わりを持っていただいておりますので、

その活動内容についてぜひＰＲをしていきたい

と思います。 

  そういったことを強化しながら、市民の皆さ

ん一人一人の意識の醸成、それからモラルの向

上に努めていければと考えております。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５９分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  月光議員。 

○月光裕晶議員 御答弁ありがとうございます。 

  授業などを使って環境教育していただけると、

やはりとてもありがたいです。小さな頃からそ

ういった意識を持ってもらうというのは、かな

り大切なことだと思います。大きくなってから、

いきなりそういった環境教育ですとか学習の機

会というのは、なかなか大きくなってからはあ

るものではないので、小さい頃から、もちろん

家庭での両親が教育するという、家族が教育す

るというのも含めまして、小さい頃からの教育

が必要かなと思っております。 

  それと、ボランティア団体の活動ＰＲとおっ

しゃってくださいましたが、あるどこかの市で、

大学生が定期的にある場所をずっとごみ拾いを

するという実験を行ったら、そこの捨てられる

ごみの量が減ったという結果があるようですの

で、やはりそういったものをしてくださってい

る方がいるんだよということを皆さんに知って

もらうことによって、ごみを捨てることへの罪

悪感というのをもうちょっと強く持ってもらっ

て、それも環境の改善につなげていただきたい

と思います。 

  では、次に通告番号８番、新たな情報発信に

ついてお伺いいたします。 

  ここ最近、スマホのＳＮＳアプリ、ＬＩＮＥ

でスーパーから割引券が送られてきます。結構

大きな割引率なので、買物するときにそのスー

パーに行くことが増えました。スーパーはお得

な情報がありますよということを発信して、も

らったほうは、「じゃあ、これなら行ってみよ

うかな」と思って行くわけです。 

  先日、ゆめはーとにお邪魔しました。いろい

ろお話を聞くうちに、とてもたくさんの催物や

子育てのためになることをやってくださってい

る印象を受けました。後に保育所のお母さんた

ちに聞いてみたところ、そのような取組をして

いることを知らなかったと言っていました。ス

タッフの方にどのようにしてお知らせしている

のか尋ねましたところ、周知方法がほぼ紙媒体

でした。 

  今の私たちの世代でもそうですし、もちろん

私たちより下の子育て世代などはさらにそうで

しょうが、情報を求めるために、まず利用する

のはスマートフォンです。今は、財布を忘れて

も取りに帰りませんが、スマホでいろいろなも

のを買えますし、スマホは忘れたら、わざわざ

取りに戻るくらい、常に身につけておくものの

１つでございます。 

  市が開設しているＳＮＳアカウントは、ホー

ムページで確認させていただきましたが、ユー

チューブ、ツイッター、フェイスブックでした。

その中で、若い世代が一番手軽に利用している

ツイッターですが、アカウントが農林課と生涯

学習課と、あと「さくらんぼ特派員」でした。 

  寒河江市は、子育て世代など若い方に対して

とても手厚く、すごく子育てしやすい環境をつ

くってくださっていると思います。ですので、
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そのとてもいい制度や取組を知ってもらうため、

それにイベントの告知など、特に若い世代に必

要とされている取組を行っている担当の課など

は、今ほとんど若い人がインストールしている

であろうＬＩＮＥアプリや手軽に利用できるツ

イッターアプリ、そういったＳＮＳを活用して、

市報などの紙媒体を主な情報源としていない若

い人への情報発信をしていただきたいと考えま

すが、当局の考えをお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 月光議員から若い世代をターゲ

ットとしたＳＮＳの活用について御質問いただ

きましたが、その前に、先ほどプラスチックご

みの関係で御答弁を申しあげたときに、本年７

月からレジ袋の有料化と申しあげるべきところ

を、ごみ袋の有料化と申しあげました。間違い

ましたので訂正をさせていただくと同時に、も

う１か所、村山地区不法投棄防止対策協議会を、

西村山地区不法投棄防止対策協議会と間違えて

しまいましたので、訂正をさせていただきます。 

  ＳＮＳを活用した情報発信、月光議員も御指

摘のとおり、近年、目まぐるしくというんです

か、進化をしているという状況にあります。 

  若い世代、ＳＮＳ等のメディアを利用した情

報発信、それから情報共有というのは、本当に

生活になくてはならない手段となりつつあると

いうことでありますので、情報環境、大きく多

様化していると思います。 

  特に、現在のコロナ禍においては、人との接

触を避けるということで、情報収集手段として

のＳＮＳ等の重要性、そういう意味では日に日

に増していると考えております。 

  こうした状況を踏まえまして、寒河江市では、

防災情報をはじめ市民生活に密着した、御指摘

のありました子育て情報、あるいは福祉医療情

報の提供を行うために、これまで一部の担当課

で行っておりましたＳＮＳによる情報提供を市

全体で行うということで、９月中旬にユーチュ

ーブ、10月下旬にツイッターの公式アカウント

を開設をさせていただいているところでありま

す。 

  昨年実施をしたアンケートでは、10代、20代

の若い世代での市政情報取得手段が、市報より

スマートフォンなどの情報機器で入手する割合

が高くなっているということもありました。月

光議員からも御指摘を受けましたので、この世

代への対応の必要性ということで、２つのＳＮ

Ｓにおけるアカウントの開設ということで、若

い世代のニーズに応えるものと認識をしており

ます。 

  加えて、市民の皆さんへの情報発信のみなら

ず、広く世界に容易に情報提供できる手段でも

ありますので、寒河江市の様々な情報を積極的

に発信をして、そしてさらなる魅力発信と交流

人口の拡大というものにつなげていければと思

っております。 

  まず、開設をしました２つのＳＮＳアカウン

トの、運用してみてメリット、デメリットなど

も検証しながら、さらに情報発信力の強化に努

めていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 寒河江市のツイッターのアカウ

ントが開設されたと、今お聞きしまして、寒河

江市全体の情報となってしまうと、結構な情報

量になってくるかと思います。そうすると、発

信する量も徐々に増えていく傾向にあるのでは

ないかなと思っております。あまり向こうから

届くといいますか、ツイッターでは向こうから

情報が来るわけなんですけれども、それが頻繁

に来るようになってしまうと、少し嫌がられる

傾向というのがやはりあるとは思います。 

  やはり求める情報というのがその個人によっ

て違いますので、寒河江市という一緒くたにす

るのではなく、もう少し細分化というのはでき

ないものなのでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 それは、まず今回、開設したば

かりですので、そういう開設をした上で、少し

状況、メリット、デメリットなども検証して、

また利用者の皆さんの声なども聞いて、よりよ

い手法などを研究した上で、情報発信の、求め

る情報を的確に伝達できる手法などを研究して

いきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ぜひ、情報発信の細分化のほう

をお考えいただければと思います。やはり世代

に合った情報というのがあると思います。その

ときの状況によって、求める情報というのもあ

ると思います。 

  そういったものをすることによって、後々、

例えば子育てに関してでしたら、乳幼児の予防

接種を個別に通知するですとか、そういった便

利な使い方もできますし、メッセージ機能を使

った相談窓口とかもできるようにはなってくる

のかな、それがやはり若い人にはすごく気軽に

相談できるところになってくるのではないかと

思いますので、ぜひ、少し運用していただいて、

もうちょっと細かく、アカウントをもう少し多

くつくれるようであれば、御検討いただきたい

と思います。 

  今回の質問で、イノシシの問題ですとかごみ

の問題、やはり自分の農地を自分で守るのは当

然ですし、自分が住んでいる地域は自分たちで

きれいにするというのももちろん当然で、やは

りそういった住民にもっと意識を持ってもらう

というのがとても必要だと思いますので、やは

り周知方法というのもすごく大事だと思います。 

  やはり、市民側に協働という意識をもっと高

く持ってもらって、これからの寒河江市がより

よい方向に行っていただければいいかなと思っ

ております。 

  これで、今回の私の質問は以上でございます。 

 

佐藤耕治議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号９番、10番について、

10番佐藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 寒政・公明クラブの佐藤耕治で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

  今年も残すところ１か月半となりました。今

年のスタートは記録的な少雪となり、２月から

新型コロナウイルス感染が世界に広がりました。

本市においても、感染予防対策や特別定額給付

金及び市緊急経営継続資金等々にスピード感を

持って対応していただき、市民の皆さんから喜

びの声を聞いております。市長はじめ執行部の

皆さんの御努力に感謝申しあげます。 

  また、今年７月28日には豪雨災害が発生し、

災害本部を立ち上げられ、対応していただきま

した。さらに、復旧復興に努めていただいたこ

とに重ねて感謝を申しあげます。 

  これからは、日増しに寒さが厳しくなり、皆

さんも健康管理には十分注意を払っていただき

たいと思います。特に市長におかれましては、

十分御自愛ください。 

  早速質問に入らせていただきます。 

  通告番号９番、新型コロナウイルス感染のＰ

ＣＲ検査の対応について。 

  （１）新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検

査について。 

  新型コロナウイルス感染が収束をしていない

今、今後のインフルエンザ感染が懸念されてい

ることから、本市においては、インフルエンザ

予防について、いち早くインフルエンザワクチ

ン接種を65歳以上の高齢者や妊婦へ無料で予防

接種ができるようになり、市民の多くの皆さん

が大変喜んでいらっしゃると耳にします。改め

て感謝申しあげます。 

  今年７月に、本市の事業所において新型コロ

ナウイルス感染者が出ました。感染を疑われる

方は保健所等へ電話をしても、検査は受けられ

ずに自宅待機をお願いしますと返答され、待て
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ど暮らせど連絡がないといったことがありまし

た。自宅には子供からお年寄りが同居している

家庭も少なくなく、もしかして感染していたら

と不安の毎日が募り、自己責任でもいいからＰ

ＣＲ検査をしていただきたいとの声を数名の方

から聞いております。 

  新型コロナウイルス感染の不安を払拭し、安

全で安心な経済活動を行うには、希望される方

が検査を受けられる体制が必要と私は考えます

が、市長の御所見を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員から新型コロナの検査

体制の充実ということで御質問をいただきまし

たが、新型コロナウイルス感染症に係る受診相

談については、今定例会冒頭の行政報告でも申

しあげたところでありますけれども、11月から

体制が変更になって、発熱や風邪などの症状が

ある場合は、かかりつけ医による受診相談をす

ることになっているわけであります。かかりつ

け医がいない場合は、受診相談コールセンター

への電話相談となっています。また、症状がな

いが感染していないか心配な方などについては、

一般相談コールセンターへ相談することになる

となっております。 

  症状がないが、感染していないか心配な方と

いうのは、自己負担をしても検査を受けたいと

いう方はいらっしゃるわけでありますので、そ

ういう方について、自己負担による検査につい

て、どこで受けられるのかというような御質問

もいただくのでありますけれども、この自己負

担による検査に関しては、保険診療でありませ

んので、県や医療関係機関などから、どこでこ

の検査をやっているかという市への具体的な情

報提供はありませんが、現在、県内においても

自己負担による検査を実施している民間の医療

機関が数か所出てきているということは聞いて

いるところであります。 

  いずれにしても、新型コロナウイルスの不安

を払拭する上では、保険診療、自費診療を問わ

ず検査を実施する医療機関を増やしていくとい

うことは大変重要であろうと思います。 

  この検査実施医療機関に対するさらなる支援

などについては、国・県などに大いに働きかけ

を行っていく必要があると考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。 

  東京、大阪等におきましては、民間の施設関

係でＰＣＲ検査ができるようなことも報道なさ

れております。本当に検査体制を拡充するには、

国・県に対して働きかけをよろしくお願いした

いと思います。 

  続きまして、（２）寒河江市立病院において

新型コロナウイルス感染のＰＣＲ検査はできな

いか。 

  新型コロナウイルス感染検査は、現在、県の

機関で保健所からの指定病院でＰＣＲ検査が実

施されると聞いておりますが、私は、寒河江市

立病院でＰＣＲ検査ができるように願うところ

でございます。病院事業管理者の御所見をお伺

いします。 

○柏倉信一議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 新型コロナウイル

ス感染症の対応につきましては、季節性インフ

ルエンザとの同時流行に備え、今般、県が主導

し、かかりつけ医の診療検査体制を整備してお

り、当院においても、指定医療機関として既に

検査、診療を実施しているところであります。 

  ＰＣＲ検査は、検査機器の納入予定が年明け

になることから、現在はＰＣＲ検査が必要と判

断した症例には検体を外部検査機関に委託して

行う方法を採用しており、結果報告につきまし

ては24時間を要することになります。 

  また、迅速に結果を知る必要があると判断し

た症例については、検査の感度、特異度を十分

考慮し、院内で新型コロナ抗原定性キットによ

る検査を行っております。このキットでは、イ
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ンフルエンザ抗原定性検査も同時に行うことが

でき、約30分で結果を知ることができるもので

あります。 

  また、市内で新型コロナウイルス感染症が発

生した場合には、大量の接触者検査が必要とな

ることから、保健所の依頼により、ＰＣＲ行政

検査の検体採取も請け負うこととなっておりま

す。 

  これにより、当院においては医療上検査を必

要とする患者には適切な新型コロナウイルス感

染症の診断検査を提供できる体制にあり、また、

必要な接触者検査についても、保健所との協力

により広く行える体制を有することとなってお

ります。 

  今後、季節性インフルエンザと新型コロナウ

イルス感染症との同時流行を想定すると、当院

にとりましては、入院治療中の患者や持病など

により通院している患者など、新型コロナウイ

ルス感染症が重症化しやすい可能性のある方々

への感染防止対策が最も重要であると考えてお

ります。以上です。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。７月か

ら随分進んできて、大変喜ばしいなと感じてお

りました。 

  本当に医師、看護師さんが検査をするために、

設備そして感染防止のための考慮、配慮、本当

に大変だなと思います。人間が人間を検査する

わけですから、本当に言葉で言い表せないぐら

いの設備投資等もあると私は感じております。 

  それで、市立病院でＰＣＲ検査が可能になっ

た場合、医師、看護師、病室の医療体系はどの

ようなことになるのかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 市立病院におきま

しては、今のところ、院内でのＰＣＲ検査はで

きないものの、既に新型コロナウイルス感染症

のＰＣＲも含む検査が可能となっております。 

  院内の体制としましては、医師は、午後に発

熱患者の外来時間を設けて診療に従事し、看護

師も午後の外来時間に対応できるように、外来

看護師を増員しているところであります。 

  検査技師は、新型コロナウイルス感染症の検

査に新たに午後から加わることになりますが、

最も危険な作業であるため、感染防止の装備を

身につけて慎重な取扱いが必要となり、安全を

期した新体制を構築しております。 

  このほか、受付や会計業務につきましても、

従来と別のルートを用意し、新体制を構築して

おります。 

  また、外来での発熱患者の診察室については、

他の外来患者と接することがないように、出入

口や動線を分離し、専用の診察室を設けており

ます。 

  ただ、当院は新型コロナウイルス感染症患者

の入院受入れ病院ではありませんので、感染患

者専用の病室を設けることはないところであり

ます。 

  診療や検査を実施する午後の時間帯は、感染

防止用の専用装備も必要となることから、１日

２時間程度の運用としております。 

  この診察体制の中において、様々な患者の診

療、検査を実施していくことになりますが、当

院がかかりつけの方、緊急入院が必要となる患

者で発熱症状がある方、さらには救急搬送で発

熱症状のある方など、優先状況を振り分けなが

ら診療、検査に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に万が一ということが、本

当に誰がなってもおかしくないコロナ感染であ

ります。本当に十分３密を避けてもなかなか難

しい面は、個人個人すごく大変だなと。やはり

心を一つにして物事を進めなくてはならないか

なと思っております。 

  今後、ワクチン開発が進み、さらに治療薬の
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認可が得られ、実施が可能になったときには、

いち早く対応をお願いしたいことや、市内に感

染者が発生した場合は、誹謗中傷とならないよ

うな、社会全体で守ってあげられる措置を願っ

ております。 

  続きまして、通告番号10番、豪雨災害の検証

と課題についてお尋ねいたします。 

  （１）防災危機管理課の人員について。 

  寒河江市では、これまで大きな災害もなく生

活してくることができましたが、今年の７月28

日の豪雨災害は激甚災害と認可されました。 

  近年の地球温暖化により、世界各国、国内各

地において異常気象による災害が多発しており

ます。災害から守るため、今年度より総務課の

危機管理室から防災危機管理課となり、迅速な

対応が求められております。 

  毎年起こり得る災害時に、現在の職員５名と

防災対策専門員を含め６名体制となっておりま

すが、十分な対応ができるのか市長にお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災危機管理課の体制について

御質問をいただきましたが、近年の台風や大規

模水害など、地震もあります。市民の防災に関

する関心というのは、日に日に高まっていると

いう状況であります。 

  防災・減災の取組をスピード感を持って進め

て、安全・安心のまちづくりを加速するという

目的で、今年の４月から、令和２年度から、総

務課の危機管理室から、より迅速な意思決定を

可能とする独立した課として防災危機管理課を

設置をして、特に喫緊の課題である地域防災力

の強化を図っていくことにいたしました。 

  人員については、正職員３名と嘱託の防災対

策専門員１人、臨時職員１人の５名体制から、

正職員４名と一般事務補助と防災対策専門員の

会計年度任用職員２人の計６名の体制として、

実質的には正職員１名増員した体制に今年から

しているわけであります。 

  実際の災害時の対応ということになれば、防

災危機管理課の体制のみならず、それに加えて、

地域防災計画において災害時における職員の動

員配備計画というものを定めておりまして、具

体的には、防災対策本部を設置をして、市長が

本部長として本部員会議と、それから部・班編

成による業務を割り振りをして、市職員を動員

して災害対応に当たるということにしておりま

す。 

  今回の７月の豪雨災害時においても、この計

画に基づいて本部を設置し、部・班編成による

業務を割り振りをして、職員合計で201人の動

員が行われ、災害対応に当たったところでござ

います。 

  今後においても、この職員の動員配備計画に

よる人員体制によって、各種災害への初動期の

対応に当たってまいりたいと考えております。 

  いろいろ検証をしていかなければなりません

が、必要に応じては、この動員配備計画の見直

しなども検討していく必要があると考えており

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。 

  災害時の動員配備計画、201名ということで

ありましたけれども、ふだんの仕事を持ちなが

ら、防災時には動員体制をするということであ

りますけれども、日頃からの危機管理というこ

とでは、私なりにいろいろ、58歳から議員活動

させてもらっているわけでございますけれども、

専門職ということでは、現在の防災対策専門員

として消防経験者が配属されておりますが、さ

らに警察官経験者や自衛官経験者などの専門職

も配属してこそ、危機管理ができるものと私は

考えますが、市長の御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、現在、防災対

策専門員として消防経験者を配置をしているわ
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けであります。この消防経験者については、火

災、救急、救助、水防などの対応に精通をして

いるということで、災害時の総合的な対応がで

きる人材として配置をさせていただいていると

ころであります。 

  警察官、それから自衛官経験者などの配置も

必要なのではないかというような御提案であり

ますが、今回の７月の豪雨災害時の災害対策本

部を設置した際には、警察官と自衛官から常駐

をしていただいております。本部運営に大変な

協力をいただいたところであります。お聞きを

すると、警察のほうでも、そういう各自治体の

本部ができれば、そこの本部に詰めるというよ

うなことになっているということもお聞きをい

たしました。 

  我々としても、今後とも十分連携を深めるよ

う、努力していきたいと、万全を期していきた

いと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁をいただきました。 

  本当に災害はもともとないほうがいいわけで

す。本当にこれは、なかなか、同じ職場同士の

中でも精通しているものであればこそ、一致団

結できるものもあるでしょうし、これから本当

に、災害はあってはならないものですけれども、

本当に市職員の皆様には御尽力を賜りたいと思

っているところでございます。 

  続きまして（２）災害対応の検証についてお

伺いしたいと思います。 

  第３回定例会の市政の概況報告では、「災害

対応を検証し、課題を洗い出して次に備えるべ

く、ソフト、ハード両面において一層強力に防

災・減災対策に取り組んでまいる考えでありま

す」と述べられております。災害対応の検証に

ついて、市長の御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このたびの７月豪雨の災害対応

について、早期避難、自主避難所の開設などに

つきましては、昨年の台風19号の経験などを踏

まえて、おおむね計画どおりに対応できたので

はないかと思いますが、地域防災計画や避難所

運営マニュアル等の想定を超える対応が求めら

れた場面もあって、例えば、市民への避難情報

の発信、避難誘導、それから新型コロナウイル

ス対策を含む避難所開設運営などについて、課

題が見えてきたのではないかと考えています。 

  これらの課題については、市民の皆さんや町

会長、それから自主防災組織の皆さんへのアン

ケート調査をしておりますけれども、それから

寄せられた意見、さらには従事した市職員から

の報告などを通して状況を把握をして、対策本

部において検証し、対応を検討しているところ

であります。 

  いつ起こるか分からない次の災害に備えるた

めに、早急に取り組むべきものを整理をして、

ハード、ソフト両面において対策を講じていか

なければならないと考えておりますが、特に申

しあげると、避難誘導と避難所開設運営という

のは大きな課題と考えております。 

  避難行動につきましては、このたびの災害の

ように、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内

の避難所が使用できないわけであります。そう

いったことから、一部避難所に偏った避難にな

ったところもある。また、駐車場がなかなか手

いっぱいになって使用できないなどという課題

もありました。 

  現在、市内の浸水想定区域並びに土砂災害警

戒区域の市民の皆さんを対象とした、災害時に

おける避難行動に関するアンケート調査を実施

しているところであります。この調査結果を基

に、避難の在り方について対応を検討すること

にしているところであります。 

  それからもう一つの課題、避難所運営であり

ますけれども、避難が長期化する場合などにつ

いては、避難所の従事職員だけでは対応が困難

な場合が生じてくるということがありますので、
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町会あるいは自主防災組織との共助による取組

が重要であると考えています。 

  また、今後、訓練などを実施する際に、実際

に災害対応を経験している防災士の方の協力な

どを得ながらスキルアップしていく必要がある

と考えているところであります。 

  いずれにいたしましても、検証結果を踏まえ、

地域の皆さんとも十分連携を図りながら、防災

対策、減災対策の強化に鋭意取り組んでいきた

いと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 続きまして（３）豪雨災害の課

題についてお尋ねしたいと思います。 

  先日の新聞にも、防災時の協力事業所の締結

が記載されており、御努力に感謝しております。 

  昨年の10月29日に、ハートフルセンターにお

いて、寒河江市洪水ハザードマップの説明会が

開催されました。しかし、このたびの豪雨災害

では、南部小学校が避難所となっているので行

ったところ、陵南中学校ですと言われ移動する

ことになったとも聞いております。 

  避難所は南部小学校、洪水ハザードマップの

避難所は陵南中学校となっており、地区民の認

識のずれがあり、行政側の周知がなされていな

いことが言えるのではないでしょうか。万が一、

堤防が決壊ともなれば、移動中に生命を失うこ

とになると私は考えますが、市長の御所見をお

伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、佐藤議員からもありました

が、昨年度新たに、県から公表された寒河江川

と沼川の浸水想定区域を入れ込んだ、追記をし

た洪水ハザードマップというものを作成を、こ

れですけれども〔資料を示す〕、作成をして、

市民の皆さんに周知をして、説明会も開催をさ

せていただきました。 

  これまでの防災マップについては、洪水時に

使用できる避難所が具体的に記載されていない

ということであります。そういったことで、新

たに作成した洪水ハザードマップに記載をして、

洪水時の避難所ということで記載をして、災害

時に利用いただくということで配布をさせてい

ただいたところであります。 

  先ほどありました南部地区内にある南部小学

校などの指定避難所については、浸水想定区域

内にありますから、洪水時には使用できずに、

最寄りの陵南中学校、寒河江中部小学校などに

避難していだたくということになるわけであり

ますけれども、御指摘のように、今回の市民の

皆さんの避難行動を検証していくと、この点に

ついては、周知が十分なっていなかったという、

不十分であったというふうに認識をしていると

ころでありまして、ぜひ、今後こういうことが

ないように、市民の皆さんに洪水時、それから

地震のときの避難、それから洪水時などの避難

行動ということで、きちっと対応していただく

ように周知を図っていかなければならないと思

います。もちろん、市のホームページ、あるい

は市報などを通じて説明会なども実施をさせて

いただく。改めて実施をさせていただいて、そ

こは徹底させていただいて、間違いのないよう

に、先ほど御指摘のとおり、万が一のときには

ならないように、そういう取組を強化していき

たいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に、万が一というのはあっ

てはならない、本当につらい涙を流すようなこ

とがないようにしていただきたいと思います。 

  災害時には、本当に備えるべきものが幾つか

私はあるのではないかと思っております。先ほ

どおっしゃいました防災マップ及び洪水ハザー

ドマップの説明や、自主防災組織の研修や、さ

らに避難所体験研修や、避難所までの交通手段

の研修、各家庭の防災備蓄グッズや、避難所に

持ち込むための研修を推進してはと私は考えま

すが、このことについて市長の御所見を伺いま
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す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災マップ、それから自主防災

組織研修について御質問いただきましたが、先

ほど来申しあげておりますが、マップあるいは

ハザードマップを作成して配布、公表しただけ

では、市民の皆さんが、その内容を十分に理解

をして、災害時に適切な避難行動を取れるよう

になるかどうか、そうは限らないというふうに

思っています。 

  具体的に、災害時にマップなどを市民の避難

行動に有効に活用していけるようにするには、

訓練などで活用してみて、それで理解を深める

ということが大変重要だと思います。自ら災害

の危険性、避難の方法など、体験して、体感し

てというのですか、体験して理解をして、適切

な避難行動ができることで、災害時の人的被害

の軽減を図っていけるものだと思います。 

  議員御提案の防災マップ、洪水ハザードマッ

プを活用した自主防災組織の訓練の実施につい

ては、自分が住んでいる地域の浸水のおそれが

ある場所でありますとか、土砂災害の危険があ

る場所、さらには避難所までの距離とか、安全

な避難ルートの確認などということで、事前に

災害から自分の身を守るための行動を確認でき

るということでありますので、そういった意味

では災害時のリスクを軽減していけるものと思

っております。 

  それから、体験研修などについても御指摘が

ありましたが、災害時には、町会や自主防災組

織からの協力がもちろん必要でありますけれど

も、実際にパーティションや段ボールベッドの

設営、それから防災用品の使用、炊き出しなど

の体験型の訓練をしていくということで、有事

の際に迅速に対応できるようになると考えてお

ります。 

  そして、訓練の場合もですけれども、３日間

分の食料や非常時用の持ち出し品を持参してい

ただくということにして、防災意識の向上につ

なげていけるのではないかと考えております。 

  いつ起こるか分からない次の災害に備えて、

日頃から、地震だけでなくて洪水を含めた災害

を想定した実践的な訓練などを実施することが

有効でありますので、今、コロナでなかなかそ

ういう訓練もできませんけれども、市の防災訓

練や自主防災組織の訓練などが実施できるよう

に、対応を考えていきたいと思っているところ

であります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 このたびの災害におきましては、

災害救助法では、災害、復旧、復興に関する法

律に、災害救助法と激甚災害制度、被災者生活

再建支援制度があり、このたびの豪雨災害は激

甚災害に認可されました。 

  調査に３週間、その後、設計、見積りとなり、

後に工事着工の手順となっていると聞いており

ます。 

  この長い期間に、災害のおそれがありました

10月の台風14号が上陸せずに通り過ぎましたが、

農業分野では、上陸するおそれがあったため、

ラ・フランスの収穫開始を２日早めて被害を最

小限に食い止める措置がなされました。 

  台風が上陸すれば、農業被害にとどまらず、

人的被害や土砂崩れ災害が拡大するおそれや、

また、崩れるのではないかと恐れている部分を

市民の皆さんが心配されておりますが、市長の

御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 災害救助法について、被災後工

事着手までに時間を要するということ、それか

ら、災害のおそれがある箇所に対する防災対策

を実施すべきではないかという、２点御質問を

いただきましたので、まず、被災から復旧工事

の着手までの期間が大変時間がかかるというこ

とで、再度被災のおそれがあるという御懸念で

ありますけれども、特に国の災害査定を受ける
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箇所について、課題があるのではないかという

ふうにも考えております。 

  査定を受ける前に応急工事を実施することも

できますけれども、道路の土砂撤去や、早期に

復旧すれば農作物の作付に間に合う場合など、

急を要するものに限られているということであ

ります。そのため、現場では、被災箇所をブル

ーシートで覆うなどの対応をしているというの

が実態でございます。 

  また、市の単独事業で復旧する箇所について

は、早期の発注というものに取り組んでおりま

すけれども、今回のように広範囲かつ多数の被

害が出た場合などには、工事業者の方でも、全

てに早期に着手することができないため、時間

を要しているというところもございます。 

  いずれの場合におきましても、被害が拡大し

ないように、市としては応急工事等の対応を行

う考えでございます。 

  それから、被災から災害査定を受けるまでの

期間については、国・県及び設計業者と十分連

携を図りながら、可能な限り期間を短縮できる

ように、今回の対応を振り返り改善をできると

ころは改善していきたいと考えております。 

  第２点の、次の異常気象によって被災のおそ

れがある箇所の防災対策を早期に講じるべきだ

という点につきましてでありますが、災害復旧

事業における復旧の対象が、御案内のとおり被

災した箇所のみであるということでありますの

で、そういうことで生じている課題であろうと

思います。これは、全国的かつ特に中山間地域

に位置する農地や農業用施設において抱える課

題だと思っております。 

  現行の制度では、早期に対応できるものとし

て、市単独の補助事業があるわけでありますけ

れども、補助率は４分の１でございます。地元

の皆さんの費用負担が大きくなるわけでありま

す。内容によっては、国の補助事業を活用して

地元の皆さんの費用負担を小さくできるわけで

ありますけれども、計画的に申請を行う必要が

あるため、これも期間を要してしまうというと

ころであります。 

  いずれにしても、地域の皆さんの要望を十分

お聞きしながら、最も適した対応を行って、で

きるだけ早く地元の皆さんの不安解消に努めて

いければと思っているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 台風も毎年来るかどうかも分か

りませんが、先ほど私がお話ししましたように、

毎年来る可能性が80％ぐらいあるというふうな

ことも、気候学者のほうからも聞いております

ので、万全の対応をお願いしたいと思います。 

  続きまして（４）避難所の冷暖房設備につい

て。 

  災害は季節を問わず発生するおそれがありま

す。避難所は主に学校の体育館となっておりま

すが、暑さ寒さ対策は十分とは言えません。会

派の行政視察において、総務省においてお聞き

したところ、「文部科学省管轄である小学校や

中学校などが避難所となっており、避難所施設

は総務省消防庁管轄で、有事の際、夏場の暑さ

や冬場の寒さ対策に冷暖房設備や予備電源の必

要性があるのではないか」と質問したところ、

「自治体が提案していただければ、総務省から

文部科学省へ取り次ぎますので設備が可能で

す」との答弁をいただきました。このことにつ

いて、市長の御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、御指摘のとおり、現在、指

定避難所に予定しております体育館については、

冷暖房設備は設置していないわけであります。

夏は扇風機、あるいは冬はストーブなどの暖房

機器により対応するということになっているわ

けであります。 

  そういう意味で、冷暖房施設の設置などにつ

いては、避難所、確かにいつ何どき、季節を問

わず災害が襲ってくるということはあるわけで
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ありますので、居住環境を良好なものにしてい

くということは必要であろうと思っております。 

  国の総務省所管の緊急防災・減災事業債とい

うお話でありますが、この事業については、事

業期間が令和２年度までになっているというこ

とで、今年度までということでありますが、今

後、空調設備設置などについて、他の自治体の

取組事例なども参考にさせていただきながら、

財源確保も含めて検討していきたいと思います。 

  これだけ毎年、災害が生じて、多くの国民の

皆さんが避難をしている状況でありますから、

その避難所の環境を整備していくための事業と

いうのは、我々ももちろん要望させていただき

ますが、国のほうでも、今年度までのこの事業

だけでなくて、ほかの対応なども検討していた

だくように要望していきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 コロナ禍で本当に財政が大変な

ときであります。しかしやはり、生命と財産を

守るという意味では、避難所は必要不可欠なと

ころでございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  続きまして、（５）最上川の氾濫防止につい

てお伺いいたします。 

  近年の大型台風は、梅雨前線のスピードが遅

く停滞することにより豪雨となり、洪水が発生

しております。雨水は低いところへ流れること

は当たり前のことであります。雨水は、山肌か

ら沢に流れ、小川から河川へと、最後に最上川

へと流れ込むわけであります。 

  ７月の豪雨災害においては、寒河江川の降水

量を調整するのが寒河江ダムであり、放水調整

をしていただいた結果として、適切な対応がな

され、被害が最小限となりました。また、これ

まで沼川からポンプアップをし、洪水を最小限

に食い止めることができました。 

  しかし、今年の豪雨災害が長引けば、ポンプ

装備を増設しても大きな期待はできないかと思

われます。そもそも、最上川の水位が高いこと

に問題があると言えます。 

  物理的に最上川の水位を下げるには、川底を

２ないし３メートルほど低くすることで水位も

上がらないことが解決策と私は考えますが、市

長の御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 最上川の氾濫を防止するという

対策では、幾つかの方法があるのではないかと

思っています。 

  １つは治水工事ということで、堤防の築堤、

かさ上げ、川幅の拡幅などがあろうかと思いま

す。さらに、村山市の大久保にあります遊水地

などがあるわけでありますが、河川沿いの田畑

に洪水を流し込むということで、最大900万立

米貯留して洪水被害を軽減させる施設でありま

す。今回の大雨でも利用されて耐えたわけであ

りますけれども、議員からは御提案があって、

川底を二、三メートル下げて河川の水位を下げ

ていく、これも有効な氾濫防止対策の１つでは

ないかと考えているところであります。 

  今、５市５町で構成をしております最上川上

流村山地区改修期成同盟会というのがございま

す。この期成同盟会のほうで、最上川の管轄で

ある国土交通省に対して、氾濫防止対策として

無堤部の改修、それから河道掘削等による適正

な河川管理というものを、毎年要望をさせてい

ただいているところであります。 

  今回の７月豪雨などを受けまして、改めて氾

濫防止対策というものを、その重要性を鑑みて、

引き続き要望活動を行ってまいりたいと思って

いるところであります。 

  寒河江は、最上川それから寒河江川に囲まれ

たところであります。この川、最上川、寒河江

川の氾濫防止というのは、寒河江市民の命を守

る上では大変重要な対策になろうかと思います

ので、我々もできる限り国・県などとも協力を

させていただいて、安全・安心なまちづくりに
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努めてまいりたいと考えているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 この最上川の氾濫防止というこ

とでは、私が農業をして、毎年のようにスコッ

プで30センチの堰を掘らなかったら田んぼが作

れない。それは、下に田んぼがずっと続くと、

それが洪水となってあぜを乗り越えるわけです。

それは、同じように、最上川も同じようなこと

になります。 

  これは、河川関係では、今、Ｕ字溝、当然、

川幅に沿った、そして高さも調整されながら、

だんだん大きい規模のＵ字溝やトンネル等も造

られております。しかしながら、昔、今もそう

ですけれども、Ｕ字溝も寒河江地区民の人、山

形県民の人は、堰払いといって行っております。

しかしながら、これは最上川の場合、その堰上

げを全くしないから、何十年も堆積してしまっ

た結果に私はあると思っているんです。 

  これは、市長や西村山、県全体でもなかなか

これは難しい問題と思って、この質問をさせて

いただいているわけでございますけれども、こ

の問題について、10年後、20年後、30年後と、

この山形県に住んで、住み続けるために安全な

対策をしていかなかったら、誰が先ほどの遊水

地や洪水ポンプ等や、そして堤防等を造っても、

毎年のようにかさ上げになってくる川底という

ものに対して、私はすごく不安を思っておりま

した。 

  最上川流水路延長229キロメートル、南陽市

から庄内町まで193キロメートルと長く、川底

を下げるということは大がかりな工事となりま

すが、県内全市町村が一丸となり、国・県に対

して国土強靱化、県土強靱化を強く要望し実施

してこそ、生命と財産が守れるまちづくりにも

つながると思っております。 

  母なる川最上川、清流寒河江川、愛してなり

ません。これで私の一般質問を終わります。 

 

太田陽子議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号11番、12番について、

２番太田陽子議員。 

○太田陽子議員 日本共産党の太田陽子でござい

ます。 

  連日、テレビでは、アメリカの大統領選の話

題でいっぱいでございます。この国は、本当に

アメリカの51州目になったように感じておりま

す。 

  学術会議の問題など、飽きてしまったのか、

ほとんど報道しないようです。この問題は、任

命拒否された６人だけの問題でも、学術会議だ

けの問題でもありません。日本国民全体にとっ

ても大問題です。戦前、滝川事件など、学問の

自由が剝奪されていった結果、科学者が戦争遂

行のための軍事研究に動員され、さらに全ての

国民の自由の圧殺へとつながり、侵略戦争の破

滅へと突き進みました。この歴史を繰り返すわ

けにはいきません。国民の権利を侵害すること

は絶対許せません。 

  菅総理は、憲法を盾に合法化しようとしてい

ます。総理は憲法を守らなければならない人で

す。ぜひ、憲法９条、25条などもきちんと守っ

てほしいものです。毎日、憲法前文を読んでか

ら国会に出てはいかがかと思っております。憲

法を国民の生活に生かしてほしい、それを願っ

ております。 

  私は、日本共産党とこの質問に関心を寄せて

いる市民の代表として質問を行います。市長、

誠意ある前向きな御答弁をよろしくお願いいた

します。 

  通告番号11番、国民健康保険税を取り巻く諸

問題について質問いたします。 

  憲法25条は、全ての国民は人間らしく生きる

権利がある、国はこれを保障する責任があると

定めています。この理念を受けてつくられた国
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民健康保険法は、第１条でその目的を社会保障

及び国民保健の向上に寄与すると明記していま

す。 

  もともと国保は、零細企業の労働者、自営業

者、農漁民、無職者などを対象としてつくられ

ています。近年、高齢者や無職者の割合が増え

た上に、長引く不況で収入が激減する世帯が増

え、財政基盤がますます脆弱になっています。

それだけに、一層国が責任を持つ社会保障制度

であることを明記した国保制度の改革が必要で

す。 

  ところが、1984年の国保法改悪で、国庫負担

率が医療費の45％から38.5％へと大幅に削減さ

れました。これを皮切りに、政府は国民の医療

保障への責任を次々と縮小し、国の歳出減らし

を目的とした国保制度の改悪を次々と進めてき

ました。 

  全国知事会や市長会なども、公費１兆円の財

源を投入してほしいと声を上げています。これ

が実現すれば、国保税を協会けんぽ並みに下げ

ることができます。市長、国民健康保険をどの

ように考え、市民の安心につなげていくか、お

考えをお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 太田陽子議員から国民健康保険

について御質問をいただいたわけでありますけ

れども、国民健康保険、他の医療保険に加入し

ていない住民の方を被保険者とする国民皆保険

制度の基礎をなしております。なしております

が、近年、少子高齢化の進展、それから医療技

術の高度化などによる医療費の増嵩、それから

国保加入者の減少または低所得者や高齢者の加

入者を多く抱えているなどという状況から、そ

の財政は大変厳しい状況にあるというのも事実

であろうと思います。 

  そうした状況も踏まえて、平成30年度から財

政基盤の強化を図るということで、都道府県を

財政運営の責任主体とする制度改革が行われて

きました。高齢者の通いの場を活用した介護予

防、それから生活習慣病の疾病予防や重度化予

防を一体的に実施する保健事業への取組などを

始めているところであります。 

  我々市としても、今後も地域住民の健康保持

または増進に大きく貢献していく制度だと認識

をしているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 国民健康保険は国民の最後のと

りでではないかと思います。重要視していただ

いているということを聞いて、次の質問に参り

たいと思います。 

  国保税の被保険者は、農業従事者、自営業、

退職者、無職、年金受給者などですが、生活困

窮者が多い現状がある、財政的に厳しいと、今、

市長のほうからありました。消費税の10％増税

の影響などもあり、国保税の重税感が重く生活

にのしかかっています。収納率や滞納の状況な

どについてお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 収納率、それから滞納の状況に

ついて、３年間の数字をお答えをしたいと思い

ますが、平成29年度、これは滞納繰越分と現年

分を合わせてでありますが、合わせて92.1％、

それから平成30年度が92.8％、令和元年度が

94.1％ということで、収納率は過去３年間は向

上しているというふうになっております。 

  また、滞納の状況でありますが、現年度課税

分の収入未済件数及び金額についてお答えしま

すけれども、平成29年度が558件、7,859万円、

平成30年度が498件、5,757万円、令和元年度が

464件、4,675万円ということで、未済件数、未

済額とも年々減少しているという状況にありま

す。 

  何でこういう状況になってきているのかとい

うことでありますが、その一因としては、平成

30年度改正の国民健康保険税率の引下げ、それ

から所得に応じた軽減判定基準額の毎年度の拡
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大による負担の軽減などもあろうかと思います

し、そのほか、市のほうとしては、収納率向上

に向けて毎週月曜日の納税窓口時間の延長、月

曜日窓口を延長している、それから夜間及び休

日を含めた特別納税相談週間を年３回、５月と

12月と３月実施をしております。その中で、納

税相談環境の整備を行っているところでありま

すし、また、納税コールセンターを活用した電

話納付案内事業の実施などもしております。 

  加えて、口座振替納付の奨励、それから収納

環境の充実としてコンビニ、それからクレジッ

ト納付も実施しているということであります。 

  市のほうでは、市の体制としては、滞納者の

実情に応じて納税サイド、税務サイドと健康福

祉サイドがうまく連携をして取組を推進してい

る、そういうことも減少の一因なのではないか

と考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 減少しているということではあ

りますが、払えない人が、やはり464件もまだ

あるということは、やはり4,700世帯ぐらいの

加入者にしては１割ぐらいの世帯が滞納してい

るという状況があるというのは現実だというこ

とですね。 

  次に、命に格差があってはならないと連日の

ように、毎日コマーシャルで流れております。

資格証明書は、特別の理由がなく１年以上保険

税を滞納した場合、窓口で医療費の10割を支払

い、後日申請によって給付割相当分を返しても

らうというものです。命の格差と言える実質保

険証の取上げで、制裁とも言える資格証明書や

短期証などを発行することで、収納率、滞納率、

件数がどのような効果があったのか、どのよう

にお考えかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどの答弁で、直近３か年の

現年度課税分の収入未済件数及び金額について

申しあげましたが、平成30年度の件数は498件

でありますが、金額について5,757万円、5,758

万円とお答えしたと思いますが、5,757万円で

あります。おわびして訂正をさせていただきた

いと思います。 

  資格証明書、それから短期証の発行と効果と

いうことで御質問がありましたが、この件につ

いても、前に御質問もいただいたことでありま

すけれども、寒河江市におきましては、年に２

回、国民健康保険税滞納措置審査委員会という

ものを開催をして、資格証明書と短期証を発行

しているわけであります。 

  資格証明書の発行に当たっては、国保税を滞

納したことに対する制裁ではもちろんありませ

んので、滞納された方々と接触の機会を多く持

って、納税相談を行い、国保税の納付に結びつ

けていこうというものでございます。 

  資格証明書の近年の発行世帯数でありますが、

これは８月１日現在で申しあげますと、平成30

年度は資格証明書を55世帯、短期証を168世帯

に発行しております。令和元年度は、資格証明

書49世帯、短期証を144世帯に発行しておりま

す。令和２年は、資格証明書を35世帯、短期証

を118世帯に発行しているということでありま

す。ここ３年間、資格証明書及び短期証の発行

世帯数、年々減少しているのではないかと思っ

ておりますので、一定程度の成果は得られてい

るのではないかと考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 数としては減っているというの

は、見れば分かります。保険証がない世帯があ

るという現状、市民の生活を安心を保障すると

いう地方自治の使命に反することと思われるの

ですが、鶴岡市では、もう１件、ゼロ件という

ふうな状況もあります。資格証の発行で、全国

では医療にかかれず亡くなった方や、医療にか

かれたときは手後れだったなどの事例が報告さ

れています。名古屋市などは資格証の発行をや

めております。 
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  名古屋市では、2019年10月末現在で3,157件

の資格証明書を発行していましたが、今年９月

１日に、資格証明書を交付せず、短期保険証を

交付することにしたそうであります。市の理由

の１つとして、今回の見直しは資格証明書を交

付することが目的化として滞納整理の進捗が見

られない案件が散見されるとしています。資格

証明書を発行して制裁を強めても、国保料収納

率の向上につながらないことを市自身が認めた

ものと言えます。 

  保険証の取上げに当たる資格証の発行など、

収納率や滞納率は年度にかかわらず、少しよく

なってはいますが、さほど影響がない現状では

ないかと思います。 

  今後、年金受給者など国保の加入になる方が

多くなると思います。年金の受給者などは、国

保税の通知が来ると、数字が間違っているので

ないかと思うほどの負担額、また、コロナの問

題も出ておりまして、払いたくても払えない人

が多くなっているのではないかと思われます。 

  実質保険証の取上げになる資格証の発行は、

生存権の侵害とも言えるのではないかと思いま

す。市民の安心・安全のために、早期に資格証

の交付はしないことを求めたいと思います。 

  次に、協会けんぽなどに比べ負担が重い国保

税の減免についてお伺いします。 

  他の自治体で実施している自治体独自の減免

制度があるということですが、寒河江市として

はどのように考えているかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 自治体独自の減免制度を実施し

てはどうかという御質問でありますが、昨年度

も御質問をいただきましたが、昨年度もお答え

しましたけれども、現行の国民健康保険制度で、

制度をそのまま取り込んでいこうとすると、独

自減免を行った場合に、その財源補塡をどこで

やっていくのかというのが大きな課題になって

くるんだと思っています。 

  また、国民健康保険税の都道府県の広域化が

行われたわけでありますけれども、山形県でも

保険税あるいは保険料の統一に向けて、来年度

から新たに作業部会を設置をして検討を進めて

いこうという状況であります。 

  そういったことからすると、他の自治体と歩

調を合わせていく必要があるというふうにも思

っておりますので、その点について、大変御理

解をいただければありがたいと思っているとこ

ろであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 県の統一化になると、高いとこ

ろに合わせていくのでないか、税率なんかも全

部市町村によって違うものですから、できれば

寒河江市が先駆的な減免制度をつくって、来年

度の作業会では、そういう制度も県として設け

ていくなどということができれば、国保加入者、

被保険者にとっても、とてもよいことではない

かと思います。ぜひ検討していただきたいと思

います。 

  次ですが、国保税が高額の上、窓口での負担

も多く、厳しいという声があります。窓口負担

の減免制度などについてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国民健康保険の制度では、国民

健康保険法第44条に規定してありますけれども、

災害などの特別な理由により、一時的にその生

活が著しく困難となり必要と認められるときは、

世帯主の申請により、保険医療機関等での一部

負担金の減免、免除、徴収猶予を受けることが

できるようにというふうになっているところで

あります。市のホームページでも記載している

わけでありますけれども、我々としても、ぜひ

これからも周知が図れるように対応をしていく

必要があると認識をしているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 国保税が重くて、そのほかに高

額な窓口負担が大変だということで、受診を減
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らしていることはないのかと、ちょっと心配に

なることもあります。先ほど市長もおっしゃい

ましたけれども、やはり干ばつ、冷害、災害な

どもありますが、事業または業務の休廃止、失

業などというのもあるので、ぜひ、この制度が

あるということを周知徹底し、窓口に申請に来

ることを、来られるような体制をきちんと整え

てほしいと思います。 

  次ですが、昨年６月議会でも申しあげたので

すが、子供の均等割の廃止の考え方についてお

伺いします。 

  被保険者の人数に応じて課される均等割は、

子供が多いほど重くのしかかり、子育て世帯の

生活を脅かしています。子供の均等割の減免を

独自制度で実施する自治体が昨年よりも広がっ

ております。 

  また、2015年の国民健康保険法改正では、子

供に係る均等割保険料の軽減措置について、地

方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行

制度の趣旨や国保財源に与える影響などを考慮

しながら、引き続き議論することと参議院で附

帯決議を行っています。ぜひこの均等割の減免

について考えていただきたいと思います。ぜひ

答弁をお願いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子供の均等割の減免、負担軽減

ということで、子育て世帯の負担軽減を図ると

いう制度の創設について、今年６月の全国市長

会におきましても、国に対する重点提言という

ことで出しております。「子育て世帯の負担軽

減を図るため、子どもに係る均等割保険料

（税）を軽減する支援制度を創設するとともに、

必要な財源を確保すること」ということで要望

させていただいているところであります。 

  そういったところで、国の今後の動向などを

注視していかなければならないと思っておりま

すが、他の自治体でもいろんな取組をしている

ということもお聞きをしておりますので、その

辺の状況なども踏まえていかなければならない

と考えているところであります。 

  それから、先ほどの答弁の中で、国民健康保

険法第44条の規定で、必要と認められるときは

世帯主の申請により保険医療機関等での一部負

担金の減免、免除、徴収猶予が正解でありまし

た。私、執行猶予と申しあげました。徴収猶予

を受けることができるとなっております。おわ

びして訂正させていただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 この減免制度についてなのです

が、いつもホームページとか記載になっている

と御答弁いただきますが、私たちよりちょっと

上の世代は、本当にホームページが見られない。

「ほだな、書かってたって分かんねえ」という

ことが多くあります。市報にも書いてあるので

すが、市報の情報ではちょっと分かりづらいこ

とが多々あります。区長会の方などとお話しし

ても、「ホームページなんて見らんねえ」とい

う方が多くありました。ぜひ、先ほどの月光議

員と逆行しますが、年齢に応じた情報の発信の

仕方を考えていただければいいかなと思いまし

た。 

  減免制度を受けたいけど、来られない方も

多々あると思います。ぜひ今後周知徹底してい

ただければ、来年度に向けては、本当に国保税

の税収も少ないのでないかなと懸念されます。

ぜひきちんと対応していただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  コロナ禍において国の制度として、収入が前

年比で３割以上の減収が見込まれる世帯に減免

制度が実施されています。この減免制度などを

広く市民への広報など、まだまだ足りないと思

われます。滞納があっても減免が受けられると

いうこともできます。今後、コロナで国保税が

納められない被保険者が多くなると思われるの

ですが、今後、この減免についてどのように考

えていくか、どのぐらいの方が利用しているか
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お伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきます新型コロナ

ウイルス感染症の影響による国民健康保険税の

対応として、令和元年度及び２年度の国民健康

保険税のうち、令和２年２月１日から来年の３

月31日までの納期限が設定されているものを対

象にして、申請に基づいて減免基準を満たして

いる場合に減免を行っているところでございま

す。 

  市民の皆さんへの周知に関しては、お叱りを

受けるかもしれませんが、７月１日に市のホー

ムページで減免内容を掲載しておりますし、も

ちろんそれだけではありませんので、７月15日

の国民健康保険税の当初発送時に、納税通知書

に減免のお知らせを同封して、課税全世帯に通

知をしているところでございます。 

  申請受付期間は令和２年７月15日から令和３

年３月31日までとして、申請時に納付が到来し

ている保険税がある場合は、遡及し減免を行う

こととしております。 

  10月末現在における減免申請受付状況であり

ますが、21世帯であり、件数で申しあげますと、

令和２年度分が21件、それから令和元年度分が

19件で、延べ40件で、合わせた減免額は639万

9,100円となっております。申請者の中では、

自営業の方が多くなっているわけでありますけ

れども、滞納がある方も申請をされている状況

であります。 

  今年の所得が確定してから申請をするという

方もおられるようでありますので、今後、件数

が増加してくると見込んでおります。 

  また、今年の収入減に伴いまして、来年度の

国民健康保険税の課税について、所得割が減少

するとともに、低所得者に係る法定の軽減措置

に該当する方も増加してくるのではないかと思

っているところであります。 

  今後、市民の皆さんへの周知でありますけれ

ども、来年２月から始まる申告相談のときに、

パンフレットなどを配置をしたり、それから、

納税相談時に減免について説明をしたりするな

ど、広くＰＲを行って、先ほど御指摘がありま

したから、いろいろな世代に沿ってというんで

すか、対応して、きめ細かく懇切丁寧に対応し

ていきたいと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ぜひ、滞納者への対応など、密

接にきちんと対応していただいて、まだまだ減

免が受けられる世帯がいるのではないかと思い

ます。今後の対応など、本当に健康福祉課と税

務課と一生懸命取り組んでいただいているのは

お話をお伺いして分かりましたので、ぜひ英知

を結集して市民の生活を守ってほしいと思いま

す。滞納者への対応、資格証の発行など、本当

に命に関わる問題だと思います。ぜひ検討して

いただきたいと思います。 

  通告番号12番のコロナ感染への対応について

ですが、先ほど佐藤議員と沖津議員のほうから

の質問で大分、私と同じことがありますので、

これについては、１点だけお願いしてもよろし

いでしょうか。 

  （１）、（２）の感染者への対応ということな

んですけれども、先ほど佐藤議員のほうから、

自費でＰＣＲ検査はできないかという問題が提

起されました。私の中でも、自費でのＰＣＲ検

査について、ちょっと質問したいなと思ってい

たので、その点だけ質問させていただきたいと

思います。 

  多くの市民の皆さんの声を聞くと、関東圏と

かに住む家族に会えないとか、帰ってくるなと

言わざるを得ないというふうな声が聞かれます。

このＰＣＲ検査を受けてでも、月に１回、家族

の会合がしたいとか、そういうふうな声も聞か

れます。 

  ＧｏＴｏキャンペーンの中で、多くの人が移

動しているわけです。昨日、チェリーランドに
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ちょっと行ったんですけれども、チェリーラン

ドでも県外の車が多くありました。そういう中

で、自分の子供は帰ってくるなという中で、矛

盾を抱えて生活している市民の方が多くあると

思います。ぜひ、ＰＣＲ検査を安価で受けられ

る体制づくりをしていただきたいなとお願いし

て、質問を終わります。 

 

   散    会    午後２時４０分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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